
全
乃
夫
局
、
。
ル

第

七

十

巻

第
三
競

平
成
二
十
三
年
十
二
月
護
行

南
宋
判
語
所
引
法
の
世
界

青

木

敦

は

じ

め

に

一
利
語
所
引
法
律
の
分
類

二
剣
語
所
引
法
律
候
文
一
覧

三
銃
知
の
法
典
と
の
比
較

-
『
慶
元
係
法
事
類
」
と
の
関
係

2

剣
語
法
の
由
来

お

わ

り

に

1 

は

じ

め

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
代
に
は
他
の
時
期
に
は
見
ら
れ
な
い
多
量
の
民
事
的
法
律
が
、
主
と
し
て
判
語
に
引
用
さ
れ
る
形

(
I
)
 

で
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
刑
事
的
規
定
を
主
と
し
た
明
清
代
の
律
・
候
例
の
盟
系
に
あ
っ
て
は
、
民
事
的
司
法
判
断
は
法
よ
り
も
地

方
官
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
滋
賀
秀
三
氏
が
「
宋
代
の
方
が
清
代
よ
り
も
民
事
的
法
規
の
内
容
が
豊
富
で
あ
っ

421 
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(
2
)
 

た
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
」
、
「
南
宋
の
判
語
集
で
あ
る

『
名
公
書
判
清
明
集
」
か
ら
は
、
昔
時
の
法
典
が
殆
ん
ど
今
日
に
惇
存
し
な
い
た

め
で
は
あ
る
が
、
他
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
少
な
か
ら
ざ
る
分
量
の
重
要
な
民
事
的
法
規
が
拾
集
し
得
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
清
代
の
判

(
3
)
 

語
に
同
様
の
期
待
を
か
け
て
も
そ
れ
は
空
し
い
」
と
述
べ
る
ほ
ど
の
量
の
法
律
、
特
に
民
事
的
な
法
律
が
、
宋
代
に
限
っ
て
は
見
い
だ
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
宋
朝
と
は
、
唐
王
朝
以
来
、
五
代
を
経
て
初
め
て
長
期
的
に
安
定
し
た
政
治
を
賓
現
し
た
、
大
王
朝
で
あ
っ
た
。
し
か
も
嘗
初

か
ら
華
北
北
方
を
領
有
せ
ず
、
北
族
の
建
国
に
よ
ら
ず
、
江
南
か
ら
漕
運
の
便
の
良
い
開
封
に
都
を
置
き
、
さ
ら
に
南
宋
に
は
長
江
流
域
に
枇

曾
・
経
済
・
政
治
の
基
盤
を
置
い
た
、
南
朝
以
来
の
本
格
的
な
南
中
園
の
政
権
で
も
あ
っ
た
。
滋
賀
氏
の
着
想
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
、
北
朝

か
ら
以
来
唐
に
受
け
纏
が
れ
た
均
田
制
・
課
役
制
か
ら
脱
却
し
、
自
由
な
土
地
取
引
が
賓
現
し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
「
行

(
4
)
 

政
す
べ
て
を
法
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
律
令
の
制
度
意
思
は
執
拘
に
貫
か
れ
た
」
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
移
し
い
法
典
・
法
律
の
存
在
原
因
が

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
制
度
意
志
は
、
遅
く
と
も
明
初
以
降
に
は
、
消
滅
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
法
と
一
粧
台
と
の
長
期
的
な
闘

2 

係
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
滋
賀
氏
の
着
想
以
降
、
具
瞳
的
に
誼
明
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
枇
合
目
的
法
律
利
用
の
舞
蓋
と

な
っ
た
判
語
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
法
律
候
丈
が
具
瞳
的
に
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
ら
に
は
現
存
の
宋
代
法
典
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
特
色
が

見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
貼
の
解
明
が
、
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
裁
判
の
場
に
お
け
る
法
を
考
察
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
首
時
の
人
々
と
法
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
行
政
に
お
い
て
は
、
財
政
や
軍
事
、
人
事
な
ど
の
部
門
が
重
用

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
法
が
利
用
さ
れ
た
の
は
、
政
府
内
部
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
人
口
の
大
半
は
、
牒
や
州
に
お
い
て
、
官
街
と

接
し
て
い
た
。
そ
こ
で
生
き
て
い
た
法
と
は
、
官
街
の
人
事
・
財
務
よ
り
も
、
土
地
取
引
法
や
養
子
法
な
ど
、
人
民
一
般
に
と
っ
て
よ
り
切
賓

な
人
々
相
互
間
の
紛
争
に
閲
す
る
も
の
、
差
役
・
徴
税
な
ど
、
人
民
と
官
街
の
聞
に
起
こ
り
得
る
紛
争
に
閲
す
る
も
の
な
ど
で
あ
っ
た
に
遣
い

な
い
。
法
は
、
そ
れ
を
用
い
た
首
事
者
を
抜
き
に
は
、
論
じ
得
な
い
。
こ
と
に
健
一
訟
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
江
西
に
お
い
て
は
「
以
え
ら
く
、

(
5
)
 

其
の
冥
然
と
し
て
無
知
な
る
は
、
難
治
の
所
以
な
り
。
今
、
哀
の
民
、
師
に
皆
な
法
を
知
れ
り
。
是
れ
、
難
治
た
ら
ざ
る
な
り
」
と
人
民
は
法



律
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
賓
際
、
健
訟
の
地
域
で
あ
る
江
西
・
湖
南
で
は
法
律
皐
習
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
か

(
6
)
 

ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
判
語
に
複
数
回
見
ら
れ
る
「
諸
典
田
宅
者
、
皆
矯
合
同
契
、
銭
、
業
主
各
政
其
こ
と
い
う
法
は
、
「
常
人

(
7
)
 

つ
ま
り
民
間
に
お
い
て
慶
く
知
ら
れ
て
い
る
法
で
あ
る
と
い
う
。
人
々
が
習
熟
し
て
い
た
こ
う
し
た
法
律
は
、
宮
廷
に
お
け

の
共
暁
す
る
所
」

る
儀
瞳
や
人
事
上
の
法
令
と
は
異
な
り
、
人
口
の
大
中
十
に
関
係
す
る
と
い
う
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

こ
で
重
視
さ
れ
た
諸
法
律
が
、
既
存
の
法
典
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
と
い
っ
た
傾
向
性
に
つ
い
て
も
、
決
し
て
十
分
に
注
意
が
梯
わ
れ
て

き
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
貼
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

(
8
)
 

も
っ
と
も
、
判
詰
所
引
の
法
で
は
な
く
、
法
典
そ
の
も
の
の
編
纂
史
は
、
こ
れ
ま
で
相
官
程
度
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
宋
代
で
は
ま
ず

『
宋
刑
統
」
と

『
建
隆
編
救
』
が
編
纂
さ
れ
、
以
降
編
救
が
照
寧
年
閉
ま
で
数
回
編
纂
さ
れ
た
。
元
豊
以
降
南
宋
に
か
け
、
編
救
に
か
わ
っ
て
、

さ
ら
に
淳
照
以
降
に
は
参
照
の
便
を
園
っ
て
候
法
事
類
が
並
行
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
北
宋
前
中
十
は
編

救
、
元
豊
か
ら
南
宋
に
か
け
て
は
救
令
格
式
の
形
を
と
っ
て
、
特
定
部
局
や
特
定
の
用
務
に
閲
す
る
特
別
法
が
、
救
や
令
を
編
纂
す
る
形
で
少

(
9
)
 

な
か
ら
ず
護
布
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
法
典
の
系
列
の
中
で
、
我
々
が
日
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
せ
い
ぜ
い

救
令
格
式
が
編
纂
さ
れ
、

『
宋
刑
統
』
、
『
天
聖
令
』
、

3 

『
慶
元
保
法
事
類
」
(
以
下
、
『
事
類
」
)
で
あ
り
、
ま
た

(
刊
)

部
候
法
』
)
な
ど
が
あ
る
に
過
、
ぎ
な
い
。
し
か
し
記
録
を
見
る
限
り
、
南
宋
初
期
の
約
三

0
年
間
で
、
海
行
法
が
総
計
二
六
二

O
絵
巻
で
あ
っ
た

(
日
)

と
さ
れ
る
な
ど
、
護
布
さ
れ
た
法
律
の
数
で
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
た
い
へ
ん
な
数
に
の
ぼ
る
。
こ
と
に
績
降
指
揮
は
、
南
宋
に
は
数
千
、
数
寓

(ロ)

と
も
な
る
。
本
稿
が
扱
う
の
は
、
南
宋
の
救
、
看
詳
、
申
明
、
令
、
指
揮
の
こ
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
膨
大
さ
の
中
で
、
判
語
に
引
用
さ
れ

「
、
水
印
刷
米
大
典
』
か
ら
か
な
り
復
元
で
き
る
も
の
と
し
て

「
吏
部
候
法
事
類
』
(
以
下
、
『
吏

た
法
律
盟
系
が
、
ど
う
い
っ
た
部
分
に
位
置
す
る
の
か
で
あ
る
。
『
事
類
』
は
確
か
に
、
救
、
令
、
格
、
式
、
申
明
な
ど
を
載
せ
る
が
、
戸
婚

関
連
の
部
門
を
含
む
か
も
知
れ
な
い
巻
三
八
l
四
六
な
ど
に
大
き
く
訣
落
が
あ
り
、
南
宋
慶
元
に
施
行
さ
れ
て
い
た
諸
法
の
海
の
中
で
の
平
均

値
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
宋
初
か
ら
随
時
護
布
さ
れ
た
救
や
元
豊
以
降
の
令
に
平
均
値
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は

423 

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
目
下
我
々
が
法
典
と
し
て
目
に
し
て
い
る
の
は
、
天
聖
ま
で
の
律
・
令
、
お
よ
び
南
宋
末
期
の

「
事
類
』
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所
載
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
仁
井
田
陸
氏
の

(
日
)

『
唐
令
拾
遺
」
が
ご
と
く
、
宋
一
代
の
救
・
令
を
諸
史
料
に
徴
し
、

で
き
る
限
り
再
構
成
す
る
こ

と
は
将
来
的
な
課
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
研
究
段
階
は
ま
だ
そ
こ
に
至
つ
て
は
い
な
い
。

こ
れ
に
封
し
て
、
現
存
す
る
南
宋
判
語
で
あ
る

(
且
)

集
』
の
引
用
侠
丈
を
牧
集
整
理
す
る
だ
け
で
も
『
事
類
」
に
は
な
い
相
官
の
法
律
保
丈
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
近
年
、
主
と
し
て
高

(
日
)

橋
芳
郎
氏
ら
に
よ
っ
て
、
判
語
に
閲
す
る
高
い
レ
ベ
ル
の
語
注
が
作
成
さ
れ
、
そ
う
し
た
中
で
諸
法
律
に
つ
い
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る

し
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
判
語
中
の
法
律
は
、
様
々
な
研
究
分
野
で
繰
り
返
し
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
清
明
集
』
な
ど
判
語

(

凶

)

(

げ

)

所
牧
の
法
を
抽
出
す
る
試
み
も
、
行
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
仁
井
田
氏
や
徐
道
隣
氏
が
そ
う
で
あ
り
、
近
年
は
王
志
強
氏
が
同
様
の
作
業
を
行

(
民
)

っ
て
い
る
。
た
だ
課
注
で
は
、
現
存
の
南
宋
判
語
中
の
法
律
全
睦
に
つ
い
て
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
仁
井
田
・
徐
雨
氏

(

刊

日

)

は
首
時
知
ら
れ
て
い
た
宋
版
戸
婚
門
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
王
氏
の
列
奉
は
、
明
版
「
清
明
集
』
以
外
に
も
、
判
語
の
法
を
、

(
却
)

知
り
う
る
限
り
律
、
救
、
令
、
格
、
随
救
申
命
、
赦
な
ど
に
割
り
嘗
て
よ
う
と
し
て
お
り
、
現
在
最
も
依
る
べ
き
有
森
な
作
業
で
あ
る
。
本
稿

『
清
明
集
』
『
勉
粛
先
生
黄
丈
君
公
文
集
』
『
後
村
先
生
大
全
集
』
『
丈
丈
山
集
』
『
朱
丈
公
丈

も
、
同
氏
論
考
を
十
分
に
参
照
は
し
て
い
る
が
、
同
氏
は
、
裁
判
に
お
い
て
法
と
見
な
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
抵
知
の
律
、
救
な
ど
の
封
陸
が

4 

想
定
で
き
れ
ば
、
積
極
的
に
採
録
し
て
い
る
。
だ
が
一
方
で
、
判
語
に
「
法
」
と
あ
れ
ば
、
法
典
に
封
麿
が
な
く
と
も
採
っ
て
お
り
、
基
準
が

一
定
し
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
言
う
判
語
と
は
異
な
る
フ
缶
少
保
謹
誼
断
案
」
な
ど
も
封
象
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
分
類
に
つ
い
て

の
諸
問
題
を
検
討
し
た
の
ち
、
あ
ら
た
め
て
判
語
所
引
候
文
を
抽
出
し
、

一
貫
に
し
て
掲
げ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
持
つ
傾
向
性
や
、
律
や
唐

ー
北
宋
の
令
、
『
事
類
』
と
の
関
連
な
ど
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
宋
代
法
典
史
全
岨
胞
の
中
に
お
け
る
、
判
語
所
牧
法
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
珠

定
で
あ
る
。

判
語
所
引
法
律
の
分
類

ま
ず
、
判
語
所
牧
の
法
(
以
下
、
簡
略
に
「
判
語
法
」
な
ど
と
稽
す
る
)
を
整
理
す
る
上
で
、
そ
の
分
類
法
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
法
律
を
分



類
す
る
際
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
律
・
救
・
令
・
指
揮
等
に
基
づ
く
形
式
が
す
っ
き
り
は
す
る
が
、
そ
れ
は
難
し
い
。
無
論
、
裁
判
の
判
断
基
準

に
は
、
誼
言
や
誼
接
、
推
認
、
先
例
、
穂
、
情
な
ど
様
々
な
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
判
語
佐
一
寸
に
「
法
に
在
り
で
は
」
等
と
遮
べ
ら
れ
る
「
法
」

(
乱
)

に
は
、
植
や
情
は
含
ま
れ
な
い
。

一
方
、
救
か
令
か
な
ど
出
所
不
明
で
は
あ
っ
て
も
、
明
確
に
、
何
度
も
「
法
」
「
篠
」
と
し
て
引
か
れ
る
候

文
も
少
な
く
な
い
。
将
来
の
個
別
的
な
研
究
で
若
干
は
解
明
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
こ
れ
ら
は
相
官
な
割
合
に
な
る
の
で
、

結
局
形
式
別
で
は
な
く
、
仁
井
田
・
徐
雨
氏
の
よ
う
に
、
随
意
に
分
類
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
ま
ず
こ
う
し
た
法
の
特
定
、
新

た
な
分
類
法
に
閲
す
る
問
題
貼
を
整
理
し
た
い
。

律
は
陪
以
来
、
名
例
以
下
の
一
一
一
編
に
固
定
さ
れ
た
。
こ
の
一
二
の
編
日
は
律
の
み
な
ら
ず
宋
代
ま
で
の
法
典
分
類
の
基
本
で
あ
り
、
宋
に

(
幻
)

は
、
律
と
並
ぶ
法
典
の
柱
で
あ
っ
た
救
も
ま
た
、
分
類
さ
れ
る
際
は
こ
の
律
と
同
じ
一
一
一
編
に
よ
っ
た
。
本
稿
で
も
判
語
中
の
法
律
の
う
ち
、

明
確
に
律
、
救
と
比
定
で
き
る
も
の
は
、
こ
の
一
一
一
編
に
分
類
す
る
。
今
ひ
と
つ
、
行
政
法
規
の
分
類
に
は

『
周
瞳
」
に
淵
源
す
る

『
唐
六

5 

典
』
の
六
分
類
が
あ
り
、
そ
れ
は

「
大
元
聖
政
園
朝
典
章
」
(
以
下
、
『
一
五
典
章
』
)
、
明
洪
武
元
年
の
律
、
明
清
律
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
法
典

史
を
眺
め
た
と
き
、
こ
う
し
た
唐
ま
で
の
律
の
流
れ
、
六
部
に
即
し
た
六
典
・
『
元
典
章
」
・
明
清
律
の
流
れ
の
二
つ
が
あ
る
が
、

(
お
)

律
と
は
異
な
っ
た
濁
自
の
編
目
に
整
理
さ
れ
、
そ
れ
は
こ
と
に
宋
代
に
か
な
り
嬰
化
す
る
。
陪
開
皇
令
、
唐
武
徳
・
貞
観
・
永
徽
・
開
元
七

一
方
、
令
は

年
・
開
元
二
五
年
令
、
宋
淳
化
・
天
聖
・
慶
元
令
、
金
泰
和
令
、
元
『
通
制
候
格
』
な
ど
に
つ
い
て
は
仁
井
田
氏
が
す
で
に
封
麿
の
一
覧
表
を

(
剖
)

作
成
し
て
い
る
か
ら
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
が
、
こ
と
に
開
元
の
二
七
篇
に
お
い
て
一
旦
編
目
は
確
定
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
一
冗
豊
以
降
慶
元

に
い
た
る
ま
で
に
は
大
き
く
饗
わ
る
。
そ
の
中
で
、
少
な
く
と
も
南
宋
の
『
事
類
』
の
救
・
令
・
格
・
式
等
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
そ
の
延
べ

(

お

)

(

お

)

候
丈
敷
も
含
め
て
川
村
氏
が
す
で
に
分
類
・
列
奉
し
て
お
り
、
南
宋
の
令
の
編
日
と
唐
令
の
そ
れ
と
の
釘
曜
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
も
、
南
宋
末
の
判
語
に
見
え
る
令
の
分
類
に
つ
い
て
は
慶
元
令
を
基
礎
と
す
る
。

南
宋
の
法
律
内
容
の
傾
向
性
を
見
ょ
う
と
す
る
と
き
に
、
律
・
救
は
律
名
、
令
は

『
事
類
』
を
基
準
に
慶
元
令
の
そ
れ
に
準
じ
る
べ
き
で
あ

425 

る
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
が
何
救
で
あ
り
何
令
で
あ
る
か
、
推
測
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
っ
て
も
、
な
お
不
明
な
法
律
が
多
い
。
王
氏
の
分
類
で
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(
幻
)

も
「
形
式
不
明
之
法
候
」
が
最
多
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
律
・
救
・
令
の
分
類
に
嘗
て
は
ま
ら
な
い
指
揮
も
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
そ
う
し
た
こ

や
は
り
仁
井
田
・
徐
雨
氏
の
様
に
別
の
分
類
法
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
律
・
令
の
分
類
が
賓
務
に
な

と
か
ら
も
杢
瞳
と
し
て
は
、

じ
ま
な
い
こ
と
は
昔
時
か
ら
す
で
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
南
宋
に
編
纂
さ
れ
た
係
法
事
類
の
芽
は
、
「
類
を
以
て
相
い
従
い
、
省
覧
に
便
た

り
」
と
、
法
律
を
事
類
の
相
い
似
た
も
の
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
開
一
冗
に
律
令
格
式
と
と
も
に
頒
布
さ
れ
た
『
格
式
律
令
事
類
』
(
『
唐
律
令
事

(
お
)

類
』
)
四

O
巻
に
あ
る
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
分
類
が
行
わ
れ
る
こ
と
白
盟
、
律
令
の
形
式
に
は
か
な
り
早
く
か
ら
、
現
賓
の
利
用
と
は
一
定
の

距
離
が
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
も
し
『
格
式
律
令
事
類
』
以
来
南
宋
の
篠
法
事
類
に
至
る
、
こ
の
分
類
の
停
統
が

惇
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
れ
も
判
語
法
の
分
類
の
参
考
に
な
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
「
事
類
』
の
残
存
部
分
以
外
に
は
手

が
か
り
が
な
い
。
な
お
史
料
上
、
闘
連
法
律
が
ま
と
め
ら
れ
て
「
戸
絶
法
」
「
戸
絶
回
産
法
」
「
限
田
法
」
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
名
稽
が
冠
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
通
稽
は
特
別
な
も
の
で
全
瞳
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
で
は
、
ど
う
い
っ
た
分
類
方
法
が
可
能
か
と
言
え
ば
、
参

6 

照
と
な
る
枠
組
み
が
な
い
以
上
、
結
局
は
随
意
に
分
類
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
戸
婚
門
の
法
律
分
類
に
お
い
て
、
徐
氏
は
、
『
宋

刑
統
』
に
基
づ
き
つ
つ
、
と
し
な
が
ら
、

入
遁
、
財
産
、
分
産
、
別
宅
子
、
抱
養
、
継
絶
、
立
継
承
産
、
戸
紹
法
、
遺
嘱
、
田
宅
、
婚
姻
、
闘
訟
、
負
債
、
交
易

(
鈎
)

の
諸
項
目
を
立
て
て
い
る
。
若
干
、
『
清
明
集
』
の
項
目
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
仁
井
田
氏
は
、

質
庫
・
解
庫
と
動
産
質
及
び
利
息
、
不
動
産
質
、
親
族
及
び
隣
地
者
の
先
買
権
、
出
訴
期
限
、
土
地
蓋
帳
、
離
婚
、
養
子
と
立
継
及
び
命

継
、
家
族
共
産
、
遺
言

と
し
て
い
る
。
雨
氏
と
も
、
律
名
に
も
事
類
の
惇
統
に
も
よ
ら
な
い
、
濁
自
の
分
類
法
で
あ
る
。

一
方
、
母
瞳
た
る
判
語
そ
の
も
の
の
分
類
法
、
こ
と
に
『
清
明
集
」

の
門
目
は
無
視
し
が
た
い
。
だ
が
こ
れ
も
、
事
案
ご
と
の
分
類
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
法
律
が
、
同
室
日
中
の
別
の
門
に
見
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
全
面
的
に
そ
れ
に
依
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
結
局
、

判
語
で
の
利
用
賓
樫
を
考
慮
し
た
新
た
な
分
類
法
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
内
容
に
基
づ
き
つ
つ
、
若
干
『
清
明
集
」
の
門
別
を



参
考
と
し
、
そ
れ
よ
り
下
は
あ
く
ま
で
既
知
の
法
律
文
言
の
語
句
を
重
視
し
つ
つ
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
と
す
る
。
戸
婚
門
の
配
列
に
お
い

て
は
、
あ
く
ま
で
仁
井
田
氏
か
徐
氏
の
た
て
た
項
目
を
踏
襲
し
て
も
良
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
徐
氏
の
分
類
で
は
た
と
え
ば
土
地
関
係
の
諸
候

お
よ
び
「
親
族
及
び
隣
地
者
の
先
買
権
」
の

丈
の
い
く
つ
か
は
「
田
宅
」
「
負
債
」
「
交
易
」
に
ま
た
が
る
し
、
「
出
訴
期
限
」
の
法
の
多
く
、

法
は
い
ず
れ
も
不
動
産
取
引
で
あ
り
、
こ
れ
は
ひ
と
ま
と
ま
り
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
濁
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
「
戸
紹
法
」
は

「
分
産
」
の
一
部
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
別
宅
子
」
、
「
継
絶
」
、
「
立
継
承
産
」
は
か
な
り
似
通
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
縫
絶
の
下
部
分
類
た
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
民
事
的
法
律
の
主
た
る
出
所
で
あ
り
随
一
の
裁
判
記
録
で
あ
る
「
清
明
集
』
の
門
を
参
考
に
、
大
分
類
と

し
て
官
吏
門
・
賦
役
門
・
戸
婚
門
・
懲
悪
門
を
設
け
た
。
戸
婚
門
と
懲
悪
門
は
、
泊
料
量
も
多
く
、
内
容
も
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
そ
の
下
に
中

分
類
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
土
地
取
引
」
、
「
家
産
分
割
」
、
「
婚
姻
」
、
「
養
子
」
、
「
孤
幼
・
検
校
」
(
以
上
戸
婚
門
)
、
「
司
法
」
、
「
暴
力
」
、
「
伺
遣
・

詐
欺
」
、
「
そ
の
他
犯
罪
」
(
以
上
懲
忠
門
)
の
項
目
を
た
て
つ
つ
、

さ
ら
に
官
吏
門
で
は
「
詐
依
官
」
以
下
、
ま
た
「
戸
婚
門

は
「
問
隣
」
以
下
の
小
項
目
を
置
い
て
法
律
を
配
置
し
た
。
大
分
類
・
中
分
類
に
は
左
表
の
よ
う
に
丈
字
を
附
し
、
候
丈
に
番
競
を
つ
け
て
あ

7 

る
。
第
二
章
の
一
覧
表
が
そ
の
結
果
で
あ
る
。

土
地
取
引
」
で

こ
こ
で
は
こ
の
字
に
附
し
た
番
競
に
よ
っ
て
、
法
律
の
一
候
一
僚
を
示
す
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
作
業
に
は
ど
う
し
て
も
最
後
ま
で
不
明
な

部
分
が
残
る
。
ま
ず
は
取
意
丈
の
扱
い
で
あ
る
。
『
清
明
集
」
に
数
か
所
、
「
不
麿
矯
の
罪
を
科
す
」
「
不
麿
矯
に
坐
す
」
「
不
麿
矯
に
照
ら
す
」

戸賦官
婚役吏
門門門

「
{
目
」

「役」
「田」

「産」
「婚」

「
躍
」

懲
悪
門

孤
幼
・
検
校

司
法

暴
力

偏
遣
・
詐
欺

そ
の
他
犯
罪

養 婚家土
子 姻産地

分取
割ヨl
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「幼」
「
訟
」

「盗」
「詐」

「
軍
国
」

と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
雑
律
不
麿
属
候
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
法
と

明
言
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
、
敢
え
て
採
録
し
て
い

(
紅
)

な
い
。
同
様
に
、
多
く
の
節
略
は
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
丈
章
中

に
法
典
が
如
何
に
入
り
込
ん
で
い
る
か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

「法」

の
範
園
は
あ
ら
た
め
て
考
え
る
べ
き
問
題
で
、
こ
こ
で
は

「
法
」
「
候
」
以
外
に
も
、
「
律
」
「
救
」
「
令
」
「
指
揮
」
「
看
詳
」
な
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ど
、
個
別
の
形
式
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
取
意
文
と
言
え
な
け
れ
ば
採
録
し
て
い
る
。
明
確
に
一
つ
の
法
律
保
丈
が
複
数
個
所
に

出
て
い
る
場
合
は
ま
と
め
る
一
方
、
ま
た
一
つ
の
候
丈
が
複
数
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
場
合
も
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
判
語
の
法
の
世
界
に

お
い
て
は
、
人
々
が
一
言
一
句
、
首
該
法
律
を
巌
格
に
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
、
法
の
パ

1
ツ
を
理
解
し
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
場
合
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
本
来
複
数
の
パ

l
ツ
か
ら
な
っ
て
い
る
法
律
を
一
つ
に
つ
な
げ
、
そ
れ
が
通
用
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

ぃ
。
方
岳
は
、
判
語
に
多
く
見
ら
れ
る
こ

O
年
規
定
は
「
契
要
不
明
、
過
二
十
年
、
不
得
受
理
」
「
契
要
不
明
、
銭
主
或
業
主
亡
者
、
不
得
受

(
出
)

理
」
と
い
う
二
つ
の
法
律
を
「
世
人
」
が
曲
げ
て
一
候
丈
と
見
な
し
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
救
・
令
等
の
正
確
な
復
元
を
目
指
す

の
で
は
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
判
語
に
現
れ
た
形
で
の
法
律
を
列
奉
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
そ
の
中
で
、
相
い
類
似
し
た
も
の
は
、

で
き

る
限
り
に
お
い
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。
た
と
え
ば
一
例
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
『
清
明
集
」
中
に
五
度
に
わ
た
っ
て
「
無
子
孫
、
聴
養
同

宗
昭
穆
相
首
者
」
と
い
う
「
法
」
が
引
か
れ
て
い
る
(
縫
1
1
3
)
o
し
か
し
法
あ
る
い
は
令
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
四
度
(
繕
1
、
2
)
の
う

(
お
)

ち
、
二
回
は
明
確
に
末
尾
に
「
矯
子
孫
」
を
加
え
ら
れ
て
お
り
(
縫
1
)
、
二
回
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
(
縫
2
)
o
加
え
ら
れ
た
形
が
お
そ
ら

く
南
宋
令
で
、
唐
令
・
北
宋
天
聖
令
に
は
そ
も
そ
も
こ
れ
に
相
首
す
る
丈
字
は
な
い
。
賓
際
に
は
墜
方
の
形
で
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ

(
持
)

の
一
覧
表
で
は
分
け
て
記
し
て
あ
る
。
法
典
の
丈
言
よ
り
判
語
中
の
引
用
の
形
を
優
先
す
る
の
は
婚
6
も
同
様
で
あ
る
。
本
伎
の
「
有
七
出
」

(
お
)

は
、
日
本
令
と
と
も
に
唐
令
復
元
の
裏
附
け
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
『
唐
令
拾
遺
』
の
ご
と
き
復
元
は
行
わ
な
い
。
そ
の
他
産
1
は
、
あ

8 

る
い
は
『
宋
刑
統
」

一
一
一
戸
婚
律
「
子
孫
不
得
別
籍
」
の
罰
則
部
分
を
一
言
で
「
許
さ
ず
」
と
表
現
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
判
語
所
引

の
形
は
産
ー
で
あ
る
。
ま
た
纏

m
l
mも
い
わ
ゆ
る
律
の
許
立
異
姓
三
歳
以
下
の
法
(
『
宋
刑
統
』

一
一
一
戸
婚
律
「
立
嫡
子
違
法
」
)
に
近
い
が
、
除

附
規
定
な
ど
に
着
目
す
れ
ば
恐
ら
く
は
律
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
戸
令
な
ど
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
た
め
、
別
個
に
法
僚
と
し
て
採
録
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
三
僚
は
同
一
候
丈
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
誼
8
も
丈
言
か
ら
雑
律
(
『
宋
刑
統
』
一
一
六
「
監
主
於
監
守
内
姦
」
)
と
は
し
な
い
。

一
方
、
従
来
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
戸
絶
分
産
に
つ
い
て
、
最
大
公
約
数
的
な
巻
八
市
磨
鈴
の
も
の
が
仁
井
田
氏
に
よ
っ
て
「
完
候
」

(

お

)

(

訂

)

と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
が
(
産
ロ
)
、
こ
こ
で
も
こ
の
「
完
候
」
を
掲
載
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
節
略
た
る
若
干
の
候
文
は
出
典
を
載
せ
る
に
と



ど
め
る
。

い
わ
ゆ
る
二

O
年
規
定
も
、
毛
色
の
遣
う
も
の
は
別
僚
と
し
つ
つ
(
田
6
1
同
一
候
丈
と
推
察
さ
れ
る
も
の
を
一
僚
と
し
て
い
る

(
田
5
)
。
「
動
産
取
引
・
利
子
」
の
田
却
は
、
動
産
に
閲
す
る
雑
救
申
明
で
あ
り
、
本
来
は
「
土
地
取
引
」
に
分
類
す
る
の
は
適
首
で
は
な
い

が
、
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
法
規
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
取
引
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
類
上
簡
便
の
た
め
、
こ
こ
に
附
し
た
。
畢
寛
、
ど
う
し
た

形
で
再
録
す
る
か
は
、
あ
る
程
度
残
り
方
の
程
度
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
、
『
清
明
集
』

の
門
別
に
従
う
以
上
、
律
の
分

類
か
ら
主
離
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
l
ス
も
生
じ
る
。
官
1
と
詐
1
1
3
は
詐
俄
律
、
官
8
と
役
6
は
詐
侭
救
に
属
す
る
が
、
『
清
明
集
』

の
門

を
重
覗
し
て
、
詐
に
ま
と
め
ず
官
、
詐
な
ど
に
振
り
分
け
て
い
る
。
さ
ら
に
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
律
保
丈
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い

て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
産
ロ
も
〈
戸
絶
分
産
〉
に
含
め
た
た
め
、
繕
市
と
は
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
の
法
の
復
元
、

分
類
等
は
ど
う
し
て
も
暫
定
的
な
も
の
に
し
か
な
り
得
な
い
。
そ
う
し
た
や
む
を
得
な
い
安
協
の
上
に
と
り
あ
え
ず
分
類
し
た
お
お
よ
そ
の
内

容
を
、
大
雑
把
に
記
す
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〈
詐
俄
官
〉
官
位
の
詐
稽
、
不
合
田
人
事
、
人
事
丈
書
の
不
正
(
官
1
1
6
)
、
〈
監
臨
臓
〉
官
吏
が
財
物
を
取
る
不
法
(
官
7
!
?
、
〈
総
則
、

他
の
犯
罪
〉
雑
堅
、
官
吏
の
刑
事
的
犯
罪
(
官
同
l
m
)
、
〈
限
田
〉
官
戸
の
限
田
(
役
1
l
3
)
、
〈
賦
役
〉
民
間
の
差
役
(
役
4
l
7
)
、

〈
問
隣
〉
土
地
親
隣
先
買
権
(
田
1
1
4
)
、
〈
出
訴
期
限
等
〉
土
地
典
責
訴
訟
出
訴
期
限
(
田
5
1
8
)
、
〈
重
品
宜
〉
土
地
二
重
典
責
禁
止

9 

(
回
9
1
日
)
、
〈
離
業
〉
土
地
典
責
後
の
立
ち
退
き
(
田
口
)
、
〈
有
利
債
負
准
折
〉
債
務
の
金
銭
に
よ
る
引
き
首
て
禁
止
(
回
目
l
悶
)
、

〈
墓
塚
〉
墓
地
関
係
(
田
川
l
m
)
、
〈
印
契
・
投
挽
〉
土
地
典
買
契
約
、
納
税
(
田
m
l
お
)
、
〈
動
産
取
引
・
利
子
〉
動
産
抵
首
(
田
D
l

お
)
、
〈
八
刀
産
保
件
〉
父
母
の
存
否
、
年
齢
等
に
よ
る
家
産
分
割
係
件
(
産
1
1
4
)
、
〈
標
援
〉
財
産
と
り
わ
け
(
産
5
)
、
〈
分
産
出
訴
期

限
〉
家
産
分
割
に
関
す
る
典
貰
訴
訟
出
訴
期
限
(
産
6
)
、
〈
遣
嘱
〉
遺
言
(
産
7
l
9
)
、
〈
戸
絶
財
産
〉
戸
絶
財
産
分
割
(
産
問
!
日
)
、

〈
婚
姻
要
件
〉
年
齢
等
婚
姻
の
係
件
(
婚
1
1
4
)
、
〈
定
婚
〉
婚
約
(
婚
5
)
、
〈
離
婚
〉
離
婚
庭
罰
要
件
(
婚
6
1
9
)
、
〈
改
嫁
〉
改
嫁
候

件
(
婚
m
l
ロ
)
、
〈
婚
姻
財
産
〉
夫
婦
問
で
の
財
産
配
分
(
婚
日
1
口
)
、
〈
立
継
候
件
〉
同
宗
昭
穆
相
官
、
族
長
、
亡
夫
の
意
思
、
接
脚
夫
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(
繕
1
1
市
)
、
〈
三
歳
以
下
異
姓
聴
牧
養
〉
異
姓
牧
養
僚
件
(
繕
m
l
m
)
、
〈
賛
婿
財
産
〉
養
子
取
り
分
(
縫
ゆ
)
、
〈
孤
幼
・
検
校
〉
遺
児
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養
育
(
幼
1
l
5
)
、
〈
司
法
通
則
〉
量
刑
・
訴
訟
原
則
(
訟
1
l
3
)
、
〈
訴
訟
手
績
〉
郷
村
で
の
訴
訟
一
般
則
(
訟
4
l
6
)
、
〈
検
死
〉
検

死
規
定
(
訟
7
)
、
〈
捕
亡
〉
公
私
の
犯
人
逮
捕
(
訟

B
i
m
-
〈
殺
人
〉
殺
人
(
盗
1
1
2
)
、
〈
傷
害
・
犯
姦
〉
傷
害
姦
淫
(
盗
3
1
8
)
、

〈
自
殺
〉
自
殺
(
盗
9
)
、
〈
強
盗
〉
強
、
盗
(
諮
問
!
日
)
、
〈
脅
迫
〉
渡
し
場
で
の
恐
喝
(
盗
M
)
、
〈
無
故
入
牒
門
〉
街
門
へ
の
不
法
侵
入

(
盗
市
)
、
〈
ど
な
る
〉
州
牒
官
に
怒
鳴
る
(
盗
団
)
、
〈
詐
清
文
書
〉
丈
書
僑
遣
(
詐
1
l
3
)
、
〈
貨
幣
勇
撃
〉
銅
取
り
出
し
責
買
(
詐
4
)
、

〈
責
買
、
質
借
、
投
託
〉
質
借
名
目
等
で
の
詐
欺
強
奪
、
(
詐
5
1
6
)
〈
礎
教
〉
親
族
相
容
、
供
養
(
悪
1
1
4
)
、
〈
屠
午
之
替
市
〉
殺
牛

(悪
5
l
6
)
、
〈
僧
這
〉
僧
這
の
犯
罪
、
分
産
(
悪
7
1
8
)
、
〈
喫
菜
事
魔
等
〉
カ
ル
ト
宗
教
(
悪
9
l
ロ)
0

こ
う
し
て
分
類
で
き
る
法
律
の
数
は
、
判
語
に
お
け
る
登
場
回
数
で
あ
る
二

O
O強
か
ら
、
重
複
を
整
理
し
一
七
五
と
な
る
。

判
語
所
引
法
律
保
文
一
貫

本
章
で
は
以
下
、
右
に
遮
ベ
た
分
類
基
準
に
基
づ
き
つ
つ
、
南
宋
判
語
に
見
え
る
法
律
保
丈
を
一
覧
の
形
に
拳
げ
る
。
賓
質
的
に
法
律
の
存

(
お
)

在
が
知
ら
れ
で
も
、
候
丈
引
用
形
式
で
な
け
れ
ば
採
ら
な
い
。
引
用
形
式
で
あ
れ
ば
、
指
揮
、
車
行
救
等
も
含
め
、
看
詳
は
封
象
救
の
次
に
同

番
競
と
し
て
付
す
。
な
お
、
係
丈
の
出
典
は
(
)
内
に
書
名
、
巻
数
、
判
語
著
者
名
、
判
語
タ
イ
ト
ル
の
順
に
記
し
、
そ
の
僚
丈
の
名
稽

10 

(
法
、
律
、
救
、
戸
令
な
ど
)
を

]
で
記
す
。
封
一
際
保
丈
が
法
典
に
見
ら
れ
る
場
合
、
(

)
内
の
出
典
の
次
に
、
書
名
、
巻
数
、
(
律
の
場

合
は
律
名
)
、
掲
載
個
所
等
を
適
宜
記
す
。
律
は
『
宋
刑
統
』
(
「
刑
統
」
と
略
、
分
類
は
同
書
に
従
う
)
に
よ
っ
て
示
し
、
ま
た
署
名
の
『

』

生

寸

は
省
略
す
る
。官

吏

門
(
「
官
」
)

「
巡
検
肉
究
賓
取
乞
」
[
法
]

0

刑
統
二
五
詐
係
律
「
詐
依
官
」
)

{目

2

諸
詐
冒
蔭
補
者
徒
一
一
一
年
、
備
妄
出
官
減
二
等
。
(
清
二
冠
「
回
目

〈
詐
偲
官
〉

官
借
補
権
掻
不
法
」
[
法
]
)

{目

1

諸
詐
仮
官
者
、
流
二
千
里
〔
謂
僑
奏
擬
之
類
〕
0

(

清
二
宋

{目

3

諸
国
道
納
及
陣
亡
換
納
補
受
、
不
理
選
限
、
将
仕
郎
差
権
撮



職
事
及
被
差
者
各
以
遠
制
論
。
(
清
二
芯
「
冒
官
借
補
権
掻
不
法
」
[
法
]

0

事
類
六
職
制
門
「
権
崩
差
委
」
職
制
救
)

{目

4

諸
牒
令
閥
、
親
差
寄
居
、
待
閥
官
権
揖
井
授
差
者
、
並
以
遠

制
論
、
而
図
版
受
供
給
坐
。
(
清
二
泊
「
冒
官
借
補
権
掻
不
法
」
[
法
]

0

事
類
六
職
制
門
「
権
崩
差
委
」
職
制
蚊
)

{目

5

諸
添
差
官
達
令
粂
権
職
事
、
計
所
請
俸
給
坐
臓
論
。
(
清

活
「
日
同
官
借
補
権
碕
不
法
」
[
法
]

0

事
類
六
職
制
門
「
権
崩
差
委
」
職
制

救

諸
撮
州
助
教
犯
公
罪
流
、
私
罪
徒
。
迫
致
補
授
丈
書
、
救
授

①
 

者
批
段
申
納
。
(
清
二
十
品
「
官
官
借
補
権
撮
不
法
」
[
法
]
)

{目

6〈
監
臨
賦
〉

{目

7

諸
欺
詐
取
人
財
物
満
五
十
貫
者
、
配
本
城
。
(
清
二
一
宋
「
奥

会
貝
令
据
撞
郷
里
私
事
用
配
軍
潟
爪
牙
豊
殖
婦
己
」
(
検
法
書
擬
)
[
法
]
、
清

③
 

一
二
宋
「
血
事
人
左
京
横
虐
民
取
財
」
(
検
法
書
擬
)
[
法
]
)

{目

8

諸
詐
欺
官
司
、
以
取
財
物
、
臓
五
十
疋
、
命
官
将
校
奏
裁
、

絵
配
本
城
。
(
清
二
冠
「
冒
官
借
補
権
撮
不
法
」
[
法
]
o

事
類

職
制
門

「
差
破
宣
借
」
芳
照
法
詐
備
救
)
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{目

9

諸
詐
欺
官
私
、
恐
嚇
取
財
物
者
、
臓
五
十
疋
、
配
本
城
。

{
目
叩

{目

H
(
清
一
二
察
「
豪
横
」
[
救
]
)

諸
領
案
官
矯
監
臨
、
受
財
十
五
疋
者
絞
、
其
命
官
将
校
奏
裁
。

(
清
二
宋
「
巡
検
因
究
賞
取
乞
」
[
法
]
)

監
臨
主
守
白
盗
、
臓
涌
三
十
五
貫
者
絞
。
(
清
一
察
「
任
涌
巧

作
名
色
破
用
官
銭
」
[
法
]
o

刑
統
一
九
賊
、
盗
律
「
強
盗
窃
盗
」
、
事
類
一
七

文
書
門
「
叫
玖
失
」
、
事
類
三
二
財
用
門
「
賄
磨
隠
陥
」
賊
、
盗
救
)

{
目
ロ

{
目
日

官
員
買
層
納
官
之
物
、
准
盗
論
。
(
清
三
方
「
革
受
納
勝
倖
」

[
法
]
)

諸
公
事
迫
捕
人
乞
取
財
物
、
以
縞
盗
論
、
香
保
同
律
。
(
清

11 

一
一
一
察
「
豪
横
」
[
救
]
)

〈
線
則
、
他
の
犯
罪
〉

官
刊
朝
奉
大
夫
係
是
正
郎
、
矯
従
六
品
。
可
占
限
田
二
十
五
頃
、

④
 

死
後
半
之
、
計
十
二
頃
字
。
(
清
三
冠
「
婦
併
黄
知
府
三
位
子
戸
」
[
法
]

C

{
目
印

前
半
事
類
三
職
制
門
「
官
品
雑
堅
」
官
品
令
)

権
六
曹
侍
郎
係
四
品
。
合
占
限
田
三
十
五
頃
、
死
後
竿
之

(
清
三
冠
「
限
田
外
合
同
編
戸
差
役
」
[
法
]
o

前
半
事
類
三
職
制
門
「
官
品

{
百
四

雑
医
」
宵
口
問
令
)

進
納
将
仕
郎
犯
門
殴
人
折
傷
以
上
者
、
不
在
古
墳
之
例
。
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(
清
一
四
察
「
断
」
(
潜
司
理
擬
「
因
賭
博
自
溢
」
)
[
法
]
。
事
類
七
六
首
題

門
「
線
法
」
名
例
救
)

{
目
口

凡
丘
ハ
柏
村
盗
賊
、
童
属
安
撫
司
。
(
清
二
宋
「
巡
検
肉
究
賓
取
乞
」

[
紹
興
元
年
十
一
月
指
揮
]
)

{
目
印

諸
見
任
官
、
本
膳
或
本
司
所
轄
兵
級
、
公
吏
犯
杖
以
下
罪
、

聴
申
長
吏
、
借
杖
勘
決
。
(
清
一
胡
「
約
束
州
豚
属
官
不
許
違
法
用
刑
」

[令
]
o

事
類
七
三
刑
獄
門
「
決
法
」
断
獄
令
)

{
目
印

非
州
豚
而
親
置
獄
、
若
牒
令
容
縦
捕
盗
官
置
者
、
各
杖
一
百
、

牒
尉
且
罰
俸
雨
月
。
(
清
三
葉
提
刑
「
不
許
差
兵
卒
下
郷
及
禁
獄
羅
織
」

[
法
]
)

官
却

弓
手
官
司
向
不
得
差
出
下
郷
。
(
黄
「
都
宗
泌
一
一
誹
謝
八
官
人
達

法
刑
害
」
[
法
]
)

①
前
半
事
類
七
六
合
蹟
門
「
蔭
蹟
L

断
獄
令
参
照
。
「
棄
段
亡
失
附
身
補
授
文

書
」
に
つ
い
て
は
事
類
一
七
文
書
門
「
段
失
」
の
雑
救
お
よ
び
雑
令
に
規
定
が
あ

る
が
、
本
僚
と
は
『
凡
言
が
異
な
る
。

②
懲
悪
門
課
注
は
事
類
一
一
職
制
門
「
差
破
宣
他
国
」
芳
照
法
詐
病
問
教
(
官
8
)
を

引
く
が
、
従
え
な
い
。

③
本
僚
の
出
典
は
不
明
で
あ
り
、
こ
こ
は
参
考
と
し
て
一
泌
す
。
清
明
集
研
究
曾
編

官
吏
門
課
注
八
五
頁
参
照
。

④
文
脈
上
、
「
法
」
は
少
な
く
と
も
前
半
雑
墜
に
か
か
る
。
次
僚
も
同
。

目武

役

門
(
「
役
」
)

限
回

役

麿
官
戸
克
役
、
並
要
於
分
室
目
前
該
載
某
官
占
限
田
之
数
、
今

是
幾
代
、
合
得
若
干
、
子
孫
以
至
曾
、
玄
各
要
開
析
。
如
分
書
不
曾

該
載
、
並
不
理
矯
官
戸
。
(
清
三
「
向
閥
難
態
」
[
役
之
法
]
)

鷹
官
戸
子
孫
、
不
於
砧
基
簿
分
明
書
説
、
並
不
理
役
。
(
清

⑤
 

三
冠
「
須
怒
簿
開
析
産
銭
分
暁
」
[
法
]
)

役
2 

役
3 

品
官
限
目
、
照
麿
原
立
限
田
格
係
、
減
牛
、
奥
克
差
役
、
其

12 

死
亡
之
後
、
承
蔭
之
人
許
用
生
前
曾
任
官
品
格
、
血
ハ
減
竿
置
回
。
如

子
孫
分
析
、
不
以
戸
数
多
寡
、
通
計
不
許
過
減
竿
数
。
謂
生
前
曾
任

一
品
官
、
許
置
田
五
十
頃
。
死
亡
之
後
、
子
孫
義
居
、
合
減
宇
置
田

二
十
五
頃
。
如
諸
孫
分
析
、
不
戸
数
多
寡
、
通
共
不
得
過
所
減
宇

十
五
頃
之
数
、
の
於
分
書
並
砧
基
簿
内
、
分
明
該
説
父
祖
官
品
並
本

戸
合
限
回
数
日
、
今
来
析
作
幾
戸
、
毎
戸
各
有
限
田
若
干
。
(
清
三

冠
「
乞
用
限
同
一
免
役
」
[
法
]
、
清
三
冠
「
限
田
論
官
品
」
[
乾
遁
八
年
六
恥

二
十
六
円
救
]
o

事
類
四
八
賦
役
門
「
科
敷
」
随
蚊
申
明
戸
婚
乾
道
八
年
一

一
月
二
六
日
)

〈
賦
役
〉



役
4 

父
母
服
関
、
合
用
析
戸
、
輪
差
役
色
、
合
従
煙
襲
。
(
清

「
父
母
版
関
合
用
析
戸
」
[
法
]
)

役
5 

諸
詐
匿
減
等
第
或
科
配
者
、
以
遠
制
論
〔
注
謂
以
財
隠
寄
、

或
仮
借
戸
名
、
及
立
論
名
挟
戸
之
類
〕
。
師
知
情
受
寄
、
詐
匿
財
産

者
、
杖
一
百
o

(

清
五
翁
「
受
人
隠
寄
財
産
自
執
山
責
」
[
法
]
o

事
類
四
七

賦
役
門
「
匿
兎
税
租
」
詐
俄
救
)

役
6 

充
役
人
戸
物
力
、
比
未
役
白
脚
之
家
、
如
増
及
一
倍
、
歌
役

十
年
、
理
局
白
脚
。
(
清
一
一
一
「
産
銭
比
白
脚
一
倍
駄
役
十
年
理
翁
白
脚
」

[
法
]
)

役
7 

税
銭
一
倍
、
歌
役
十
年
、
税
銭
雨
倍
、
駄
役
八
年
、
税
銭
三

倍
、
駄
役
六
年
、
並
理
局
白
脚
。
(
清
三
泊
「
倍
役
之
法
」
[
倍
役
法
]
)

③
曾
要
食
貨
六
六
限
田
雑
録
乾
注
八
年
四
月
一
五
日
給
圭
口
会
白
人
・
戸
部
看
詳
参

E
ロ凶
O

⑥
十
一
月
の
設
。

⑦
同
僚
お
よ
び
次
僚
は
ん
官
要
食
貨
六
六
三

O
役
法
嘉
泰
五
年
正
月
二
十
二
日
係

に
見
え
る
欧
乗
建
議
に
封
し
「
ム
口
に
建
議
に
従
い
て
施
行
せ
よ
。
今
令
甲
に
著
し
、

永
く
成
式
と
震
せ
」
と
あ
る
戸
部
看
詳
を
参
照
。

戸

ま普

門
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土
地
取
引
(
「
田
」
)

〈
問
調
〉

田

諸
典
責
田
宅
涌
三
年
、
而
訴
以
磨
間
都
而
不
問
者
、
不
得
受

理
。
(
清
九
「
有
親
有
潜
在
三
年
内
者
方
可
執
蹟
」
[
令
]
、
清
九
胡
「
禁
止
少

内
如
非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種
聴
従
其
便
」
[
法
]
)

田
2 

諸
典
責
田
宅
、
且
ハ
帳
聞
析
、
四
都
所
至
、
有
本
宗
総
麻
以
上

親
、
及
墓
田
相
去
百
歩
内
者
、
以
帳
取
問
。
有
別
戸
田
隔
問
者
、
井

其
間
隔
古
来
溝
河
及
衆
戸
往
来
道
路
之
類
者
、
不
寓
都
。
(
清
四

(
沼
)
「
漕
司
迭
下
互
争
国
産
」
[
法
]
、
清
九
「
有
親
有
都
在
三
年
内
者
方

可
執
噴
」
[
令
]
、
清
九
胡
「
品
川
歩
内
如
非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種

13 

聴
従
其
使
」
[
法
]
)

田
3 

諸
同
居
卑
幼
私
純
血
ハ
責
田
地
、
在
五
年
内
者
、
聴
隼
長
理
一
亦
。

(
清
六
呉
「
叔
姪
争

再
判
」
[
法
]
)

田
4 

所
謂
麿
問
所
親
溺
者
、
止
是
間
本
宗
有
服
紀
親
之
有
溺
至
者
。

如
有
親
而
無
都
、
血
ハ
有
郁
而
無
親
、
皆
不
在
問
限
。
(
清
九
胡
「
親
郊

之
法
」
[
慶
元
重
修
田
令
輿
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
怪
蜘
]
)

〈
出
訴
期
限
等
〉

田
5 

諸
理
訴
回
宅
、
而
契
要
不
明
、
過
二
十
年
、
鏡
、
業
主
死
者
、

不
得
受
理
。
(
清
四
(
治
)
「
王
九
訴
伯
王
四
占
去
同
産
」
[
法
]
、
清
四
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(
古
川
)
「
呉
粛
呉
鉛
呉
檎
五
一
宇
田
産
」
[
佳
語
]
、
清
四
方
「
土
寸
僧
争
出
之
妄
」

[
交
易
法
]
、
清
四
方
「
契
約
不
明
銭
主
或
業
主
亡
者
不
感
受
理
」
[
法
]
、

清
九
「
括
改
契
書
占
嫁
不
肯
還
蹟
」
[
令
甲
]
)
、
清
九
呉
「
過
二
十
年
業
主

死
者
不
得
受
理
」
[
法
]
)

田
6 

契
照
不
明
、
経
二
十
年
、
買
、
貫
主
亡
残
者
、
官
司
不
首
受

理
。
(
清
二
二
「
以
累
経
結
断
明
白
六
事
誼
同
脱
判
昏
頼

H
業
」
(
刑
提
幹

擬
)
[
法
]
)

田
7 

諸
典
買
回
宅
経
二
十
年
、
而
訴
典
買
不
明
者
、
不
得
受
理
。

(
清
五
「
争
山
各
執
是
非
宮
参
穿
詮
」
[
法
]
、
清
五
「
経
二
十
年
而
訴
典
買

不
平
不
得
受
理
」
)

田
8 

典
産
契
頭
亡
残
経
三
十
年
者
、
不
許
受
理
。
(
清
九
(
余
臆
)

「
妄
蹟
同
姓
亡
残
田
業
」
[
申
明
指
揮
]
)

〈
重
墨
〉

田
9 

交
易
諸
盗
及
重
品
宜
之
類
、
銭
主
知
情
者
、
銭
浸
官
、
白
首
及

不
知
情
者
、
理
還
。
犯
人
償
不
足
、
知
情
牙
保
均
備
。
(
清
五
(
建
陽

佐
官
)
「
従
兄
絡
責
己
死
弟
田
業
」
[
法
]
)

田
10 

諸
以
己
田
宅
重
品
宜
典
責
者
、
杖
一
百
、
牙
保
知
情
輿
同
罪
。

(
清
九
翁
「
重
田
豊
」
[
法
]
)

田
11 

盗
典
責
田
業
者
、
杖
一
百
、
臓
重
者
准
盗
議
、
牙
保
知
情
輿

同
罪
。
(
清
五
(
建
陽
佐
官
)
「
従
兄
盗
責
己
死
弟
田
業
」
[
法
]
)

〈
離
業
〉

田
12 

諸
典
貰
田
宅
並
須
離
業
、
雄
割
零
典
買
、
亦
不
得
白
佃
賃
。

(
清
四
(
花
)
「
瀞
成
訟
添
洪
父
抵
蛍

H
産
」
[
法
]
、
清
六
呉
「
抵
首
不
交

業
」
[
法
]
)

〈
有
利
債
負
准
折
〉

14 

田
13 

諸
典
責
田
地
満
三
年
、
而
一
亦
以
準
折
債
負
、
並
不
得
受
理
。

③
 

(
清
四
(
活
)
「
誹
成
訟
瀧
洪
父
抵
首
出
産
」
[
法
]
、
清
六
呉
「
以
責
矯
抵

嘗
而
取
蹟
」
[
法
]
)

田
14 

諸
典
買
田
宅
、
以
有
利
債
負
准
折
者
、
杖
一
百
o

(
清
一
一
一
察

「
豪
横
」
[
赦
]
)

田
15 

典
責
田
地
、
以
有
利
債
負
準
折
慣
銭
者
、
業
還
主
、
銭
不
迫
。

(
清
九
翁
「
重
品
買
」
[
法
]
)

〈
墓
塚
〉

田
16 

庶
人
墓
田
、
依
法
置
方
一
十
八
歩
、
若
有
己
置
墳
墓
歩
数
元



不
及
数
、
其
禁
歩
内
有
他
人
蓋
屋
舎
、
開
成
田
園
、
種
植
桑
呆
之
類
、

如
不
願
買
、
白
従
其
使
、
止
是
不
得
於
禁
地
内
再
安
墳
墓
。
(
清
九

胡
「
禁
歩
内
如
非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種
前
田
従
其
便
」
[
紹
興
十

二
年
二
月
二
日
都
省
指
揮
]
)

田
市
看
詳

四
方
各
相
去
一
十
八
歩
、
即
係
東
西
南
北
共
七
十
二
歩
。

(
同
[
救
令
所
看
詳
]
)

田
17 

墓
禁
内
起
造
屋
字
、
合
輿
不
合
致
折
、
及
日
後
聴
輿
不
聴
起

浩
一
研
伐
、
如
是
田
園
、
聴
輿
不
聴
地
主
墾
種
。
(
清
九
胡
「
禁
歩
内
如

非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種
聴
従
其
使
」
[
紹
興
十
四
年
十
月
五
日

向
室
田
省
批
下
救
令
所
申
婆
州
申
]
)

田
口
看
詳

難
在
禁
歩
内
、
既
非
己
業
、
惟
日
後
不
許
安
葬
外
、
如

不
願
買
、
白
従
其
使
、
何
不
許
於
歩
内
取
掘
填
品
苛
(
同
記
令
所
看

詳
]
)

田
18 

亦
只
令
地
主
不
得
於
墓
禁
取
掘
填
田
盟
。
(
清
九
胡
「
禁
歩
内
知

非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種
聴
従
甘
一
ハ
便
」
[
乾
蓮
九
年
七
月
十
五
日

指
揮
]
)

〈
印
契
・
投
税
〉
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田
19 

諸
典
田
宅
者
、
皆
混
合
同
契
、
鏡
、
業
主
各
牧
其
一
。
(
清

五
背
陽
「
典
責
園
屋
段
無
契
擦
難
以
取
蹟
」
[
法
]
、
清
九
呉
「
週
二
十
年
業

主
死
者
不
得
受
理
」
[
法
]
)

田
20 

諸
典
責
田
宅
、
巳
印
契
而
訴
畝
歩
不
同
者
、
止
以
契
内
田
至

措
定
。
其
理
年
限
者
、
以
印
契
之
日
矯
始
、
或
交
業
在
印
契
日
後
者
、

以
交
業
日
矯
始
。
(
清
四
(
冠
)
「
呉
薪
呉
鉛
比
八
槍
互
手
国
産
」
[
法
]
、
清

九
胡
「
禁
歩
内
如
非
己
業
只
不
得
再
安
墳
墓
起
造
墾
種
聴
従
其
便
」
[
法
]
)

田
21 

交
易
只
患
契
照
。
(
清
五
「
争
山
各
執
是
非
必
回
参
芳
誼
」
[
法
]
)

田
22 

血
ハ
責
年
月
、
只
患
印
契
。
(
清
九
「
主
佃
争
墓
地
」
(
青
陽
)

[
法
]
、
清
五
「
争
山
各
執
是
非
首
参
主
万
諮
」
[
法
]
)

15 

田
23 

交
易
銭
止
有
一
百
二
十
日
限
。
(
清
九
「
妄
執
親
郁
」
[
法
]
)

田
24 

諸
典
買
田
宅
投
印
牧
税
者
、
即
嘗
官
推
割
、
問
状
税
租
。

(
清
六
呉
「
抵
首
不
交
業
」
[
法
]
)

田
25 

諸
税
蒲
十
貫
者
、
杖
八
十
。
(
清
一
二
察
「
豪
横
」
[
救
]
)

田
26 

人
戸
典
買
田
宅
、
毎
百
枚
勘
合
銭
十
丈
、
如
願
以
金
銀
絹
吊

準
折
者
、
聴
従
使
、
依
在
市
貰
直
定
債
。
(
清
四
沼
「
漕
司
送
許
徳
裕

争
年
田
事
」
[
紹
興
十
一
年
正
月
救
]
)

〈
動
産
取
引
・
利
子
〉

田
27 

債
負
違
契
不
償
、
官
矯
迫
理
、
罪
止
杖
一
百
、
並
不
留
禁
。
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i青
九
胡

扶
負
)¥、
賓
主正

従
出
主〉
口

克
監
理

法，1g

田
28 

若
甲
家
出
銭
一
百
貫
、
雇
情
乙
家
開
張
質
庫
管
運
、
所
牧
息

銭
難
過
於
本
、
其
雇
情
人
係
国
本
管
運
所
得
利
息
、
鼠
係
外
来
諸
色

人
将
衣
物
、
金
吊
抵
首
之
類
、
其
本
向
在
、
比
之
借
貸
取
利
過
本
者
、

事
睦
不
岡
、
印
不
首
奥
私
債
一
例
定
断
。
(
清
九
胡
「
質
庫
利
息
山
県
私

債
不
同
」
[
淳
一
県
十
四
年
中
明
之
救
]

0

事
類
八
O
雑
門
「
山
山
孝
債
負
」
(
雑

救
申
明
)
淳
配
…
一
四
年
六
月
二
七
円
命
書
省
批
朕
刑
戸
部
看
詳
)

家
産
分
割
(
「
産
L
)

〈
分
産
候
件
〉

産

祖
父
母
、
父
母
在
、
不
許
別
籍
異
財
。
(
清
八
「
母
在
不
麿
以

親
生
子
輿
抱
養
子
析
産
」
[
法
]
、
清
一

O
胡
「
兄
弟
之
訟
」
[
法
]
o

刑
統
一

二
戸
婚
律
「
父
母
在
居
喪
別
籍
異
財
財
」
)

産

1
看
詳

凡
祖
父
母
、
父
母
願
矯
擦
擢
而
照
擦
者
、
合
輿
行
使
、

無
出
入
其
説
、
以
起
争
端
。
(
清
一

O
胡
「
兄
弟
之
訟
」
[
紹
照
三
年
三

月
九
日
戸
部
看
詳
]
)

産
2 

父
母
己
亡
、
児
女
分
産
、
女
合
得
男
之
竿
o

(
清
八
劉
「
女
婿

不
慮
中
分
妻
家
財
産
」
[
法
]
)

産
3 

諸
寡
婦
無
子
孫
、
檀
典
責
田
宅
者
杖
一
百
、
業
還
主
、
銭
主

牙
保
知
情
奥
同
罪
。
(
清
九
翁
「
鼓
誘
寡
婦
、
盗
資
夫
家
業
」
[
法
]
)

産

寡
婦
無
子
孫
年
十
六
以
下
、
並
不
許
典
責
田
宅
。
(
清
五
翁

「
継
母
将
養
老
出
遺
嘱
輿
親
生
女
」
[
法
]
)

〈
標
援
〉

産
5 

惟
一
一
母
所
生
之
子
不
許
擦
撲
。
(
清
七
劉
「
継
紹
子
孫
止
得
財

産
四
部
之
こ
[
法
]
)

〈
分
産
出
訴
期
限
〉

16 

産
6 

諸
祖
父
母
、
父
母
己
亡
、
而
典
責
衆
分
田
宅
私
親
費
用
者
、

準
分
法
迫
還
、
令
元
典
買
人
還
慣
。
即
典
責
満
十
年
者
克
迫
、
止
償

其
債
、
過
十
年
、
典
責
人
死
、
或
己
二
十
年
、
各
不
在
論
理
之
限
。

若
墓
回
、
難
在
限
外
、
聴
有
分
人
理
認
、
鏡
、
業
各
還
主
、
典
貰
人

巳
死
、
債
銭
不
迫
。
(
清
四
(
沼
)
「
漕
司
迭
許
徳
裕
争
年
田
事
」
[
法
]
、

清
六
呉
「
叔
姪
争

再
利
」
[
法
]
、
清
九
胡
「
禁
歩
内
如
非
己
業
只
不
得
再

安
墳
墓
起
造
墾
程
聴
従
其
便
」
[
法
]
)

〈
遣
嘱
〉

産
7 

諸
財
産
無
承
分
人
、
願
遺
嘱
輿
内
外
紙
麻
以
上
親
者
、
聴
自



陳
、
官
給
公
恵
。
(
清
五
翁
「
継
母
将
養
老
田
遺
嘱
輿
親
生
女
」
[
戸
令
]
、

清
九
翁
「
鼓
一
誘
寡
婦
品
川
同
士
買
夫
家
業
」
[
法
]
)

遺
嘱
満
十
年
而
訴
者
、
不
得
受
理
。
(
清
五
翁
「
姪
奥
出
総
叔

争
業
」
[
法
]
)

産
8 

産
9 

己
分
財
産
漏
三
年
而
訴
不
平
、
及
満
五
年
而
一
誹
無
分
違
法
者
、

各
不
得
受
理
。
(
清
一

O
劉
「
兄
弟
論
頼
物
業
」
[
法
]
)

〈
戸
紹
財
産
〉

産
10 

諸
戸
絶
人
有
所
生
母
若
祖
母
同
居
者
、
財
産
並
聴
馬
主
。

(
清
七
劉
「
繕
紹
子
孫
止
符
財
産
四
分
之
こ
[
法
]
、
清
八
方
「
先
立
一
子

侯
将
来
本
宗
有
昭
穆
相
骨
田
人
住
耳
立
」
[
候
]
)

産
11 

諸
分
財
産

未
妻
者
輿
鴨
財

姑
姉
妹
有
室
及
時
刀言

者
給
嫁

資
、
未
及
嫁
者
則
別
給
財
産
、
不
得
過
嫁
資
之
教
o

(
清
七
「
立
縫
有

擦
不
潟
戸
絶
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
)

産
12 

諸
己
紹
之
家
而
立
纏
紹
子
孫
、
謂
近
親
等
長
命
継
者
。
於
紹

家
財
産
、
若
只
有
在
室
諸
女
、
町
以
全
戸
四
分
之
一
給
之
、
若
又
有

時
宗
諸
女
、
給
五
分
之
一
。
其
在
室
井
時
宗
女
即
以
所
得
四
分
、
依

戸
絶
法
給
之
。
止
有
蹄
宗
諸
女
、
依
戸
絶
法
給
外
、
町
以
其
絵
減
竿
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給
之
、
鈴
浸
官
。
止
有
出
嫁
諸
女
者
、
即
以
全
戸
三
分
話
卒
、
以

分
奥
出
嫁
女
均
給
、

一
分
浸
官
。
若
無
在
室
、
時
宗
、
出
嫁
諸
女
、

以
全
戸
三
分
給
一
、
並
至
三
千
貫
止
、
聞
及
二
高
貫
、
増
給
二
千
貫
。

(
清
八
花
「
庭
分
孤
遺
国
産
」
[
法
]
。
清
八
「
命
権
輿
立
機
不
同
」
(
再
利
)

[
令
]
、
清
四
(
沼
)
「
羅
械
乞
持
妻
前
夫
田
斉
浅
ハ
呂
」
[
法
]
、
清
八
劉
「
縫

紹
子
孫
止
得
財
産
四
分
之
こ
[
令
]
)

産
13 

戸
紹
財
産
量
給
在
室
諸
女
、
而
時
宗
女
減
半
。
(
[
令
]
清
七

「
立
繕
有
擦
不
矯
戸
絶
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
、
清
八
劉
「
縫
紹
子
孫
止
得
財

産
四
分
之
ご
[
令
]
、
清
九
回
央
「
孤
女
蹟
父
田
」
)

産
14 

在
室
諸
女
得
四
分
之
三
、
而
纏
絶
男
止
得
四
分
之
一
、
情
願

17 

依
此
候
分
析
。
(
清
八
劉
「
継
紹
子
孫
止
得
財
産
四
分
之
ご
[
係
法
]
)

婚

姻
(
「
婚
L
)

〈
婚
姻
要
件
〉

婚

男
年
十
五
、
女
年
十
三
以
上
、
並
聴
婚
嫁
。
(
清
七
「
立
継
有

援
不
潟
戸
絶
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
)

婚
2 

諸
遣
法
成
婚
、
謂
嘗
負
担
克
以
上
親
之
妻
、
未
経
二
十
年
、

難
A
胃
赦
狛
離
。
(
清
四
(
芯
)
「
羅
械
乞
将
妻
前
夫
国
産
浸
官
」
[
法
]
)

諸
和
要
人
妻
及
嫁
之
者
、
各
徒
二
年
、
妾
減
二
等
、
各
離
之
、

即
夫
白
嫁
者
亦
同
。
の
雨
離
之
。
(
清
九
翁
「
婚
嫁
皆
違
篠
法
」
[
法
]

0

婚
3 
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婚
4 

刑
統
一
四
戸
婚
律
「
和
要
人
妻
」
)

諸
妻
檀
去
、
徒
二
年
。
(
清
九
翁
「
婚
嫁
皆
達
係
法
」
[
律
]
。
刑

統
一
四
戸
婚
律
「
和
要
人
妻
」
)

婚
5 〈

定
婚
〉

難
生正

許
婚
之
書

f旦
月
〉乙

月号
財
亦
是

聴
財
無
多
少
之
限

若
更
許
他
人

諸
許
嫁
女
、
己
報
婚
書
、
及
有
私
柏
、
而
親
悔
者
杖
六
十
。

者
、
杖
一
百
、
己
成
者
、
徒
一
年
、
女
迫
時
前
夫
。
(
清
九
劉
「
女
家

己
固
定
帖
而
翻
悔
」
[
法
]
[
律
]
。
刑
統
一
一
一
一
戸
婚
律
「
婚
嫁
妄
目
」
)

婚
6 〈

離
婚
〉

産
」
[
法
]
、
清
一

O
胡
「
夫
欲
棄
其
妻
誼
以
暖
昧
之
事
」
[
法
]
o

刑
統
一
四

妻
有
七
出
。
(
清
四
(
芯
)
「
羅
柄
女
使
来
安
訴
主
母
奪
去
所
援
団

婚
7 

戸
婚
律
「
和
要
人
妻
」
)

諸
定
婚
、
無
故
三
年
不
成
婚
者
、
聴
離
。
(
治
九
越
「
諮
定
婚

無
故
三
年
不
成
婚
者
聴
離
」
[
僚
]
)

婚

8
[
法
]
)

婚
9 

雇
妻
輿
人
者
、
同
和
離
法
。
(
清
一

O
天
水
「
官
族
雇
妻
」

諸
妻
把
姦
、
願
輿
不
願
聴
離
、
従
夫
意
。
(
清
二
一
泊
「
因
姦

射
射
」
[
法
]
o

事
類
八

O
雑
門
「
諸
色
犯
姦
」
円
令
)

婚
10 〈

改
嫁
〉

亦
聴
改
嫁
。
(
清
九
「
己
成
婚
而
夫
離
郷
編
管
者
聴
離
」
[
法
]
、
黄
「
京
白
日

己
成
婚
而
移
郷
編
管
、
其
妻
願
離
者
語
。
夫
出
外
三
年
不
蹄
、

婚
11 

義
訴
曾
巌
受
取
妻
蹄
葬
」
[
法
]
)

諸
背
先
約
、
輿
他
人
矯
婚
、
追
時
前
夫
。
(
清
九
劉
「
女
家
巳

固
定
帖
而
翻
悔
」
(
再
利
)
[
法
]
)

婚
12 

婚
13 

婚
14 

諸
居
夫
喪
百
日
外
、
而
貧
乏
不
能
存
者
、
自
陳
改
嫁
。
(
清

18 

一
O
胡
「
妻
己
改
遁
謀
占
前
夫
財
物
」
[
律
]
)

〈
婚
姻
財
産
〉

妻
家
所
得
之
財
、
不
在
分
限
。
(
清
五
翁
「
妻
財
置
業
不
係
分
」

[法
]
o

刑
統
一
一
一
戸
婚
律
「
卑
幼
私
用
財
」
所
引
戸
令
)

承
夫
分
。
(
清
七
通
城
宰
室
田
擬
「
隻
立
母
命
之
子
山
川
ハ
同
宗
之
子
」
(
倉
司
擬

諸
分
財
産
、
兄
弟
亡
者
、
子
承
父
分
、
寡
妻
{
寸
志
而
無
男
者
、

筆
)
[
法
]
)

婚
15 

婦
人
財
産
、
並
同
夫
矯
主
。
(
清
王
翁
「
妻
財
置
業
不
係
分
」

[
法
]
)



婚
16 

諸
婦
人
随
嫁
資
及
承
戸
紹
財
産
、
並
同
夫
矯
主
。
(
清
九
呉

「
孤
女
墳
父
田
」
)

婚
17 

白
随
之
産
、
不
得
別
立
女
戸
。
(
黄
「
郭
氏
劉
扶
種
訴
劉
仁
謙

等
冒
占
田
産
」
[
法
]
)

養

子
(
「
縫
」
)

〈
す
雇
候
件
〉

躍

諸
無
子
孫
、
聴
養
同
宗
昭
穆
相
首
者
馬
子
孫
。
(
清
八
翁
「
己

立
昭
穆
相
首
人
而
同
宗
妄
訴
」
[
令
]
、
清
七
「
隻
立
母
命
之
子
奥
同
宗
之

子
」
(
倉
司
擬
筆
)
[
法
]
)

纏

諸
無
子
孫
、
聴
養
同
宗
昭
穆
相
賞
者
。
(
清
七
呉
「
生
前
抱
養

外
姓
残
後
難
以
格
動
」
[
法
]
、
清
七
葉
「
己
有
養
子
不
首
求
立
」
[
法
]
)

纏
3

養
父
之
年
歯
o

(
清
七
通
城
宰
書
擬
「
隻
立
母
命
之
子
奥
同
宗
之
子
」
(
倉

無
子
孫
、
養
同
宗
昭
穆
相
官
者
、
其
生
前
所
養
、
須
小
於
所

司
擬
筆
)
[
隆
興
救
]
)

纏
3
看
詳

則
矯
母
所
養
者
、
年
歯
亦
合
小
於
所
養
之
母
。
(
同

[
救
令
所
看
詳
]
)

纏
4 

諸
養
同
宗
昭
穆
相
嘗
子
孫
、
而
養
組
父
母
、
父
母
不
許
非
理
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遣
透
。
若
所
養
子
孫
破
蕩
家
産
、
不
能
侍
養
、
及
有
額
過
、
告
官
詮

験
、
審
近
親
隼
長
誼
験
得
宰
貝
、
聴
遣
。
(
清
七
「
出
総
子
不
合
動
令
蹄

宗
」
(
擬
筆
)
[
令
]
清
八
胡
「
父
在
立
異
姓
父
亡
無
遣
還
之
依
」
[
法
]
清

纏
5 

八
胡
「
叔
父
謀
呑
併
幼
姪
財
産
」
[
救
]
)

祖
父
母
所
立
之
子
、
有
無
額
過
、
難
其
母
亦
不
麿
遣
逐
。

，櫨
6 

求
立
」
[
法
]
)

躍
(
黄
「
李
良
佐
訴
李
師
曜
間
取
唐
氏
婦
李
家
」
[
法
]
)

戸
絶
命
纏
、
従
房
族
箪
長
之
命
。
(
清
七
葉
「
己
有
養
了
不
嘗

立
纏
白
族
長
、
筋
立
皆
無
親
人
也
。
若
父
母
存
、
首
由
父
母

之
命
。
(
清
八
「
捜
一
訟
其
叔
用
意
立
総
奪
業
」
(
部
運
管
擬
挑
立
粛
判
)

[
法
]
)

19 

纏

立
嗣
合
従
組
父
母
、
父
母
之
命
、
若
一
家
童
絶
、
則
従
親
族

隼
長
之
音
山
0

(

清
七
葉
「
争
立
者
不
可
立
」
[
法
]
)

夫
亡
妻
在
、
従
其
妻
。
(
清
七
葉
「
己
有
養
子
不
首
求
立
」
[
法
]
、

纏
9 

清
七
通
城
宰
書
擬
「
隻
立
母
ム
叩
之
子
尚
一
八
同
宗
之
子
」
[
法
]
、
清
七
「
錐
耳
立
一
時

ム
叩
之
子
輿
同
宗
之
子
」
(
倉
司
擬
筆
)
[
法
]
、
清
八
胡
「
父
在
立
異
姓
父
亡

無
差
還
之
候
」
[
法
]
、
清
八
翁
「
己
立
昭
穆
相
蛍
人
而
同
宗
妄
訴
」
[
法
]
、

清
八
「
命
継
輿
立
総
不
同
」
(
再
利
)
[
淵
宗
之
法
]
、
黄
「
謝
文
皐
訴
捜
索

櫨
10 

氏
立
継
」
[
法
]
)

話
人
後
者
、
不
以
摘
。
(
清
六
呉
「
陸
地
蹄
之
官
以
息
争
競
」
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[
救
]
)

櫨
11 

諸
義
子
孫
所
養
租
父
母
、
父
母
倶
亡
、
或
本
身
難
存
、
而
生

前
所
養
祖
父
母
、
父
母
倶
亡
、
被
論
一
亦
及
白
陳
者
、
官
司
不
得
受
理
。

(
清
七
「
立
総
有
擦
不
矯
戸
紹
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
)

，櫨
12 

諸
別
宅
之
子
、
其
父
死
而
無
謹
援
者
、
官
司
不
許
受
理
。

⑬
 

(
清
八
花
「
無
誼
擦
」
[
法
]
)

躍
13 

有
接
脚
夫
、
蓋
矯
夫
亡
子
幼
、
無
人
主
家
設
也
。
(
清
九
察

「
己
出
嫁
母
責
其
子
物
業
」
[
法
]
)

艦
刊

経
官
籍
記
詑
、
権
給
、
計
直
不
得
過
五
千
貫
、
其
婦
人
願
蹄
後
夫
家

寡
婦
無
子
孫
井
同
居
無
有
分
親
、
召
接
脚
夫
者
、
前
夫
田
宅

及
身
死
者
、
方
依
戸
絶
法
。
(
清
八
葉
「
夫
亡
而
有
養
子
不
得
謂
之
戸

組
」
[
戸
令
]
)

纏
15 

其
欲
継
絶
、
而
得
絶
家
近
親
隼
長
命
継
者
、
聴
之
o

(
清
七

通
城
宰
主
目
擬
「
雄
主
立
は
ム
叩
之
子
奥
同
宗
之
子
」
(
倉
司
擬
筆
)
[
法
]
、
清
八

翁
「
己
立
昭
穆
相
首
人
而
同
宗
妄
訴
」
[
令
]
)

如
生
前
未
嘗
養
子
、
夫
妻
倶
亡
、
而
近
親
輿
之
立
議
者
、

町
名
纏
絶
。
若
夫
妻
難
亡
、
祖
父
母
、
父
母
見
在
而
養
孫
、
或
夫
亡

躍
問
看
詳

妻
在
而
養
子
、
各
不
入
纏
絶
之
色
。
(
清
七
「
隻
立
母
命
之
子
輿
同
宗
之

下
」
(
倉
司
擬
筆
)
[
救
令
所
看
詳
]
)

〈
三
歳
以
下
異
姓
聴
牧
草
交
〉

纏
16 

諸
遺
棄
子
孫
三
歳
以
下
政
養
、
難
異
姓
亦
如
親
子
孫
法
。

(
清
七
葉
「
己
有
養
子
不
嘗
求
立
」
[
法
]
)

，櫨
17 

諸
以
子
孫
輿
人
、
若
遺
棄
、
難
異
姓
三
歳
以
下
、
牧
養
、
即

従
其
姓
、
聴
養
之
家
申
官
附
籍
、
依
親
。
(
治
七
通
城
宰
書
擬
「
隻
立

母
ム
叩
之
子
輿
同
宗
之
子
」
(
倉
司
擬
筆
)
[
法
]
)

纏
18 

異
姓
三
歳
以
下
、
並
聴
牧
養
、
即
従
其
姓
、
聴
養
子
之
家
申

官
附
籍
、
依
親
子
孫
法
。
難
不
経
除
附
、
而
官
司
勘
験
得
賓
者
、
依

20 

除
附
法
。
(
清
七
「
立
縫
有
擦
不
潟
戸
絶
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
)

〈
費
婿
財
産
〉

纏
19 

諸
費
婿
以
妻
家
財
物
管
運
、
増
置
財
産
、
至
戸
絶
日
、
給
費

婿
三
分
。
(
清
七
「
立
縫
有
擦
不
矯
戸
絶
」
(
司
法
擬
)
[
法
]
)

孤
幼
・
検
校
(
「
幼
」
)

幼

諸
身
死
有
財
産
者
、
男
女
孤
幼
、
願
書
、
都
人
不
申
官
抄
籍

者
、
杖
八
十
。
因
致
侵
欺
規
隠
者
、
加
二
等
。
(
清
八
胡
「
叔
父
謀
存

併
幼
姪
財
産
」
[
救
]
)



幼
2 

若
盗
責
卑
幼
田
産
、
則
先
合
給
還
卑
幼
後
、
監
盗
責
人
銭
還

銭
主
。
若
隼
長
輿
卑
幼
通
同
知
情
典
責
、
則
合
先
監
銭
還
銭
主
足
日
、

方
給
還
産
業
。
(
黄
「
陳
安
節
論
陳
安
図
盗
責
同
地
事
」
[
法
]
)

幼
3 

州
牒
不
麿
検
校
航
検
校
者
、
許
越
訴
。
(
清
八
胡
「
不
首
検
校

而
求
検
校
」
[
救
]
)

幼
4 

杭
支
用
己
検
校
財
産
者
、
論
如
檀
支
朝
廷
封
椿
銭
物
法
、
徒

二
年
。
(
清
八
胡
「
侵
用
己
検
校
財
産
論
如
檀
支
朝
廷
封
椿
物
法
」
[
救
]
)

幼
5 

蓋
身
亡
男
孤
幼
、
官
矯
検
校
財
物
、
度
所
須
、
給
孤
幼
、
責

附
親
戚
可
託
者
撫
養
、
候
年
及
格
、
官
霊
給
還
。
(
清
七
葉
「
不
首
検

校
而
求
検
校
」
[
係
法
]
)

⑧
胡
穎
が
慶
元
重
修
田
令
お
よ
び
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
線
珊
を
解
説
し
た
韓
裁
。

本
文
参
照
。

⑨
「
済
成
訟
議
洪
父
抵
嘗
日
産
」
で
は
「
麿
交
易
田
宅
、
過
三
年
而
論
有
利
債
負

准
折
、
官
司
控
不
得
受
理
」
で
あ
り
若
干
異
な
る
が
一
僚
と
し
た
。

⑬

事

類

八

O
「
出
血
争
債
負
L

雑
穀
参
昭
一
。

⑪
原
文
の
「
又
」
以
下
を
別
僚
と
し
て
産
9
と
し
、
そ
れ
よ
り
上
を
産
8
の
一
部

と
し
た
。

⑬
人
倫
門
課
注
凶
九
頁
は
、
刑
統
賊
盗
律
の
問
答
を
拳
げ
て
い
る
。

⑬
長
編
四
六
八
元
結
六
年
「
庭
向
陳
是
別
宅
所
生
子
、
未
嘗
岡
田
、
其
父
己
死
、

加
叫
ん
案
籍
及
詑
験
者
、
不
得
受
理
L

参
照
。
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徴

悪

F~ 

司

法
(
「
訟
」
)

〈
司
法
通
則
〉

訟

苔
至
五
十
町
止
、
賓
決
十
下
、
杖
至
一
百
而
止
、
賓
決
二
十

下
。
(
清
一
胡
「
約
束
州
牒
属
官
不
許
違
法
用
刑
」
[
法
]
、
刑
統
一
名
例
律

「
五
刑
」
)

訟
2 

二
罪
倶
設
、
従
重
者
坐
。
(
清
一
三
呉
「
資
給
告
許
」
[
法
]
、
刑

21 

統
六
名
例
律
「
二
罪
以
上
倶
溌
及
累
併
倍
法
」
疏
義
)

事
不
干
己
者
、
不
許
受
理
。
(
清
一
一
一
一
建
伴
「
挟
髄
妄
訴
欺
凌
孤

寡
」
[
法
]
、
救
)

訟
3 〈

訴
訟
手
績
〉

省
限
未
満
、
不
首
追
呼
。
(
劉
「
貴
池
牒
申
呂
孝
純
訴
池
口
丘
都

円
切

巡
催
科
事
」
[
法
]
)

三点
目A

4 

諸
婚
田
入
務
、
若
先
有
丈
案
交
相
侵
奪
者
、
不
在
此
例
。

⑬
 

(朱一

0
0
「
約
束
務
」
[
律
令
]
)

訟
5 

訟
6 

諸
典
責
国
産
、
年
限
己
満
、
業
主
於
務
限
前
牧
暗
闇
、
而
典
主
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故
作
遷
延
占
按
者
、
杖
一
百
。
(
清
九
胡
「
典
主
遷
延
入
務
」
[
法
]
)

〈
検
死
〉

訟
7

諸
国
病
死
麿
験
屍
、
而
同
居
組
痢
以
上
親
、
至
死
所
、
而
願

克
者
聴
。
(
清
一
一
一
一
翁
「
姉
安
訴
妹
身
死
不
明
而
其
夫
願
兎
検
験
」
[
令
]

0

事
類
七
五
刑
獄
門
「
験
屍
」
雑
令
)

〈
捕
亡
〉

訟
8 

諸
犯
姦
、
許
従
夫
捕
〔
謂
其
形
・
額
著
、
有
可
捕
之
人
〕
0

(

清

一
O
胡
「
夫
欲
棄
其
妻
一
訴
以
暖
昧
之
事
」
[
法
]
、
清
二
一
胡
「
道
士
姦
従
夫

捕
」
[
法
]
、
清
二
一
泊
「
因
姦
射
射
」
[
法
]
。
事
類
八

O
雑
門
「
諸
色
犯

姦
」
捕
亡
救
参
附
)

訟
9

諸
被
迫
私
逃
者
、
加
本
罪
二
等
。
(
清
一
一
一
察
「
矯
悪
貫
盈
」

[
救
]
)

訟
10 

罪
人
被
捕
、
逼
迫
窮
害
、
或
自
殺
、
或
落
坑
井
而
死
之
類
、

皆
勿
論
。
(
清
一
一
一
一
察
「
資
給
謹
告
人
以
殺
人
之
罪
」
[
律
]
o

刑
統
二
八
捕

亡
律
「
将
吏
迫
捕
罪
人
」
、
疏
義
)

暴
力
(
「
盗
」
)

〈
殺
人
〉

盗

諸
謀
殺
人
、
巳
殺
者
斬
、
従
而
加
功
者
絞
o

(
文
「
平
反
楊
小

三
死
事
判
」
[
律
]
、
刑
統
一
七
賊
盗
律
「
謀
殺
」
)

益
2 

故
殺
人
者
斬
。
(
文
「
平
反
楊
小
三
死
事
判
」
[
律
]

0

刑
統

闘
訟
律
「
闘
殴
故
殴
故
殺
」
)

〈
傷
害
・
犯
姦
〉

誼
3 

諸
同
謀
共
殴
傷
入
者
、
各
以
下
手
重
者
負
重
罪
、
元
謀
減

等
、
従
者
又
減
一
等
、
至
死
者
随
所
因
矯
重
罪
。
(
文
「
平
反
楊
小

22 

死
事
判
」
[
律
]
o

刑
統
一
一
一
闘
訟
律
「
岡
殴
故
殴
故
殺
」
)

盗
4 

諸
般
兄
者
、
徒
二
年
半
、
叔
父
加
一
等
。
(
清
一
一
一
察
「
豪

横
」
[
律
]
o

刑
統
二
二
闘
訟
律
「
夫
妻
妾
勝
相
殴
井
殺
」
)

益
5 

諸
門
以
兵
刃
研
射
入
、
不
著
者
杖
一
百
。
(
清
八
胡
「
叔
父
謀

呑
併
幼
姪
財
産
」
[
律
]
o

刑
統
一
二
闘
訟
律
「
闘
殴
故
殴
故
殺
」
)

盗
6 

党
髪
、
徒
一
年
中
十
。
(
清
一
一
一
「
誘
人
稗
妾
雇
貰
」
[
法
]
o

刑
統

二
一
闘
訟
律
「
闘
殴
故
殴
故
殺
」
)

誼
7 

諸
姦
組
麻
己
上
親
之
妻
者
、
徒
三
年
。
(
清
一

O
翁
「
弟
婦
奥

伯
成
姦
且
棄
逐
其
男
女
盗
責
其
田
業
」
[
律
]
o

刑
統
二
六
雑
律
「
諸
色
犯

姦
」
)



益
8 

諸
犯
姦
、
徒
二
年
、
借
道
加
等
。
(
清
一
一
一
沼
「
因
姦
射
射
」

[
法
]
、
刑
統
二
六
雑
律
「
諸
色
犯
姦
」
)

〈
自
殺
〉

益
9 

以
恐
憧
逼
迫
人
畏
憧
致
死
者
、
以
故
門
殺
論
。
(
清
一
一
一
宋

「
結
托
州
際
蓄
養
罷
支
配
軍
奪
人
」
(
検
法
書
擬
)
[
法
]
、
清
一
四
潜
司
理

「
因
賭
博
白
経
」
察
「
断
」
[
法
]
o

刑
統
一
八
賊
、
盗
律
「
以
物
置
人
孔
家
」
)

〈
強
盗
〉

盗
10 

諸
本
以
他
故
殴
撃
人
、
因
而
奪
其
財
物
者
、
計
臓
以
強
盗
論
。

(
清
一
五
察
「
覇
渡
」
[
律
]
o

刑
統
一
九
賊
経
律
「
恐
隅
取
人
財
物
」
)

盗
11 

諸
強
盗
得
財
者
、
徒
三
年
、
殴
人
者
、
配
千
里
。
(
清
一
五
察

「
覇
渡
」
[
救
]
)

盗
12 

恐
喝
取
財
、
準
盗
論
、
加
一
等
、
(
従
杖
者
、
那
州
編
管
)

0

(
清
一
一
一
察
「
筋
悪
貫
盈
」
[
律
]
o

刑
統
一
九
賊
盗
律
「
恐
喝
取
人
財
物
」
)

盗
13 

準
盗
論
、
(
流
三
千
里
)

0

(

治
二
一
察
「
翁
悪
貫
孫
」
[
律
]
o

刑

統
一
九
賊
、
盗
律
「
恐
喝
取
人
財
物
」
)
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〈
脅
迫
〉

益
14 

諸
津
渡
人
於
深
間
端
険
之
慮
、
恐
嚇
乞
取
銭
物
者
、
以
持
杖

縞
盗
論
、
不
得
財
、
杖
一
百
、

五
貫
、
徒
一
年
、

五
貫
、
配
本
城
。

(
清
今
回
「
巌
因
潟
争
渡
銭
溺
死
鏡
十
四
」
[
法
]
、
清
一
五
察
「
覇
渡
」

[
救
]
)

〈
無
故
入
解
門
〉

盗
15 

無
故
入
牒
門
者
、
杖
八
十
、
至
吏
舎
者
加
二
等
。
(
清
ゴ
一
翁

⑬
 

「
把
持
公
事
起
打
吏
人
」
[
法
]
)

〈
ど
な
る
〉

23 

査
16 

諸
路
州
牒
官
而
胞
呼
凌
忽
者
、
杖
一
百
。
(
清
八
胡
「
叔
父
謀

呑
併
幼
姪
財
産
」
[
救
]
、
清
二
一
翁
「
把
持
公
事
起
打
吏
人
」
[
法
]
)

備
造
・
詐
欺
(
「
詐
」
)

〈
詐
属
文
書
〉

詐

詐
寓
制
書
、
及
増
減
者
、
其
罪
首
絞
o

(
清
一
一
一
宋
「
結
托
州

師
脚
蓄
養
罷
吏
配
軍
奪
人
」
(
又
判
)
[
律
]
o

刑
統
二
五
詐
偽
律
「
偽
造
賓
印

符
節
」
)

詐
2

詐
矯
官
司
丈
書
及
増
減
者
、
杖
一
百
。
(
清
八
胡
「
侵
山
己
検
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校
財
産
論
如
檀
支
朝
廷
封
椿
物
法
」
[
律
]
o

刑
統
二
五
詐
備
律
「
俄
造
賓
印

符
節
」
)

諸
詐
矯
官
私
文
書
以
取
財
物
者
、
准
盗
論
。
(
清
二
一
察
「
潟

悪
貫
盈
」
[
律
]
。
刑
統
二
五
詐
俄
律
「
詐
欺
官
私
取
財
」
)

詐
3 〈

貨
幣
前
刀
撃
〉

詐

4

前
刀
撃
銭
取
銅
、
及
責
買
興
販
之
者
、
十
斤
配
五
百
里
。
(
清

一
一
一
宋
「
結
托
州
牒
蓄
養
罷
吏
配
軍
奪
人
」
(
検
法
書
擬
)
[
法
]
)

〈
責
買
、
質
借
、
投
託
〉

詐
5

諸
強
責
買
、
質
借
、
投
託
之
類
、
取
人
財
物
者
、
杖
一
百
、

部
州
編
管
、
再
犯
者
、
徒
二
年
、
難
合
日
赦
、
配
部
州
。
(
清
一
一
一
察

コ
蒙
横
」
[
救
]
c

事
類
八
O
雑
門
二
職
制
門
「
雑
犯
」
雑
救
)

責
冒
(
、
質
借
、
投
托
之
類
矯
名
、
宜
(
詐
稽
官
、
遺
人
追
捕
、

以
取
財
者
、
以
強
盗
論
。
(
清
一
一
一
宋
「
奥
入
賞
令
指
痘
郷
里
私
事
用
配
軍

詐

6
一
潟
爪
牙
豊
殖
蹄
己
」
(
検
法
幸
一
目
擬
)
[
法
]
、
清
二
一
宋
「
結
托
州
牒
蓄
養
罷

吏
配
軍
奪
人
」
[
法
]
、
清
二
一
宋
「
奉
人
豪
横
虐
民
取
財
」
(
検
法
書
擬
)

ぬ[
法
]
)

そ
の
他
犯
罪
(
「
悪
」
)

〈
櫨
数
〉

悪

1

五
服
内
許
相
容
隠
、
而
親
告
論
者
、
並
同
白
首
。
(
清

「
告
苛
服
内
親
」
[
法
]
)

悪
2 

諸
相
容
隠
人
不
得
令
震
誼
。
(
劉
「
鏡
州
州
院
推
勘
朱
超
常
寸
矯
超

死
程
七
五
事
」
[
法
]
、
刑
統
二
九
断
獄
律
「
不
ム
口
拷
訊
者
取
報
衆
詮
策
定
」
)

悪
3 

告
総
麻
以
上
卑
幼
得
賞
、
猫
勘
杖
八
十
。
(
清
三
一
「
告
許
服

内
親
」
[
法
]
。
刑
統
二
四
「
告
周
親
以
十
」
闘
訟
律
)

24 

悪
4 

供
養
有
鉄
、
徒
二
年
。
(
清
一

O
方
「
祖
母
生
不
養
死
不
葬
反
謹

訴
族
人
」
[
法
]
。
刑
統
二
四
「
告
周
親
以
下
」
闘
訟
律
)

〈
屠
牛
之
禁
〉

悪
5 

命
日
得
解
人
止
克
公
罪
杖
、
而
殺
午
乃
日
疋
私
罪
徒
。
(
劉
一
四

「
宰
牛
者
断
罪
訴
屋
」
[
法
]

0

事
類
七
六
首
噴
門
「
罰
噴
」
名
例
救
)

悪
6 

殺
牛
馬
三
頭
者
、
難
合
赦
猫
配
都
州
。
(
劉
凶
「
宰
牛
者
断
罪

折
屋
」
[
法
]
o

事
類
七
九
畜
産
門
「
殺
畜
産
」
賊
盗
救
)

〈
借
遁
〉



悪
7 

諸
誘
引
或
抑
令
同
居
親
童
行
、
俗
、
道
、
規
求
財
産
者
、
杖

一
百
、
の
改
正
、
臓
重
者
坐
臓
論
。
(
清
T
1
翁
「
僧
蹄
俗
承
分
」
[
法
]
)

悪
8 

諸
信
、
遁
犯
罪
還
俗
、
而
本
家
巳
分
者
、
止
擦
組
父
財
産
衆

分
見
在
者
均
分
。
(
清
五
翁
「
信
蹄
俗
承
分
」
[
法
]
)

〈
喫
菜
事
魔
等
〉

非
僧
這
而
結
集
経
一
吐
、
来
衆
行
道
、
各
杖
一
百
。
(
清
今
回
察

悪
9 「

蓮
堂
惇
習
妖
数
」
[
救
]
)

悪
10 

諸
人
戸
吉
凶
来
合
、
州
牒
及
坊
務
親
抑
助
令
買
酒
者
、
徒

年
。
(
清
一
一
一
察
「
豪
横
」
[
救
]
。
事
類
三
六
庫
務
門
「
場
務
」
雑
救
。
曾

要
食
貨
二

O

一
二
酒
麹
政
和
元
年
四
月
四
日
参
照
)

悪
11 

喫
菜
事
魔
、
夜
来
暁
散
、
停
習
妖
数
者
、
絞
、
従
者
配
三
千

師
知
の
法
典
と
の
比
較

「
慶
元
修
法
事
類
』
と
の
関
係

里
、
不
以
赦
降
原
減
二
等
。
(
清
一
四
察
「
蓮
堂
惇
習
妖
数
」
[
救
]
)

悪
12 

諸
夜
来
暁
散
、
以
前
経
行
道
矯
名
、
男
女
雑
慮
者
、
徒
一
一
一
年
、

被
誘
之
人
杖
一
百
。
(
清
一
四
察
「
蓮
堂
惇
脅
妖
数
」
[
救
]
)

⑬
止
融
制
先
生
文
集
阿
阿
「
桂
陽
軍
告
稔
百
姓
傍
文
」
参
照
。

⑬
一
事
類
四
七
賦
役
門
「
達
欽
税
租
L

職
制
令
参
照
。

⑬
刑
統
一
一
二
戸
婚
律
「
婚
田
入
務
L

所
引
雑
令
参
照
。

⑫
慶
一
克
捕
亡
教
に
は
「
許
」
お
よ
び
「
謂
」
以
下
が
な
い
。
「
謂
」
以
下
は
玄
を

も
っ
て
注
と
し
た
。

⑬
事
類
一
O
職
制
門
「
瓶
入
官
舎
」
衡
禁
救
参
照
。

⑬
詐
市
阿
律
三
係
「
諸
詐
矯
官
私
丈
宝
田
及
増
減
:
・
」
「
諸
詐
矯
官
私
以
取
財
物
者

」
の
併
合
か
。

③
事
類
八
O
雑
門
一
一
職
制
門
「
雑
犯
」
雑
救
、
刑
統
二
五
詐
傷
律
「
詐
仮
官
」
、

長
編
四
九
一
紹
聖
同
年
九
月
庚
午
参
照
。

25 

ま
ず
内
容
的
な
面
か
ら
こ
れ
ら
の
分
類
を
一
貫
す
る
と
、
裁
判
の
現
場
の
法
律
で
あ
る
こ
と
が
如
賓
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
曜
、

選
奉
、
財
政
と
い
っ
た
『
事
類
」
や
『
宋
曾
要
』
全
瞳
に
多
見
す
る
行
政
事
務
を
目
的
と
し
た
法
律
は
な
り
を
ひ
そ
め
、
一
吐
舎
と
官
街
が
接
す

445 

る
際
の
様
々
な
枇
合
的
課
題
や
、
人
民
相
互
の
問
題
が
多
い
。
土
地
訴
訟
(
田
)
、
家
産
分
割
(
産
)
、
立
総
(
縫
)
、
婚
姻
(
婚
)
、
官
戸
限
田
を
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含
む
差
役
闘
係
(
役
)
の
問
題
、
官
に
よ
る
後
見
(
幼
)
や
官
吏
の
不
首
・
把
罪
行
矯
(
官
)
、
刑
事
的
な
犯
罪
や
訴
訟
手
績
き
(
訟
、
盗
、
詐
、

悪
)
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
中
で
は
土
地
典
買
や
分
産
に
際
し
て
の
不
動
産
関
係
の
も
の
が
多
い
。

全
法
律
の
な
か
で
最
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
法
律
保
丈
は
、
養
子
法
の
繕
9
「
夫
亡
妻
在
、
従
其
妻
」
で
あ
る
。
法
引
用
形
式
で
七
か
所
、

さ
ら
に
こ
こ
で
は
採
録
し
て
い
な
い
が
、
「
亡
夫
従
妻
之
候
」
な
ど
法
律
名
の
形
式
で
も
三
か
所
見
ら
れ
る
。
ま
た
現
存
判
語
中
、
こ
れ
に
次

い
で
多
い
の
は
、
「
諸
理
訴
田
宅
、
而
契
要
不
明
、
週
二
十
年
、
銭
、
業
主
死
者
、
不
得
受
理
」
(
田
5
、
『
清
明
集
」
に
七
か
所
)
、

つ
ま
り
二

O

年
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
議
論
の
封
象
と
な
っ
た
複
雑
な
計
算
法
の
戸
絶
財
産
の
諸
女
等
へ
の
分
産
法
の
引
用
も
少
な
く
な
い

(
〈
戸
絶
財
『

J
A

庄
〉
特
に
産
H
I
M
)
0

そ
こ
で

『
事
類
」
と
の
釘
麿
を
考
え
る
と
、
前
章
の
判
語
法
の
う
ち
、
『
事
類
」
に
多
少
な
り
と
も
関
連
候
丈
が
見
ら
れ
る
の
は
約
二

O
候

一
七
八
一
僚
の
令
、
九
六
僚
の
格
、

一
方
ま
た
、
「
事
類
』
全
瞳
の
内
語
は
八
八
七
僚
の
救
、

四

26 

少
し
、
全
瞳
の
一
割
ほ
ど
に
過
ぎ
ず
、

(
ぬ
)

僚
の
式
、
二
六
O
僚
の
申
明
だ
か
ら
、
判
語
所
見
法
は

『
事
類
」
所
見
法
の
一

O
O八
刀
の
一
満
た
な
い
。
残
さ
れ
た

『
事
類
」
職
制
、
選
翠
、

文
書
、
権
禁
、
財
用
、
庫
務
、
賦
役
、
農
桑
、
遁
棒
、
公
吏
、
刑
獄
、
古
購
、
服
制
、
蟹
夷
、
玄
国
産
、
雑
の
諸
門
に
は
、
相
官
程
度
、
重
複
し

て
同
一
候
丈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
田
5
、
ロ
、
纏
9
、
産
ロ
は
南
宋
を
代
表
す
る
諸
法
律
で
あ
り
、
保
丈
や
内
容
が
判
語
以
外
の
宋
代
史

一
般
人
民

料
に
も
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
が
そ
ろ
っ
て
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
部
分
の
慶
元
の
『
事
類
』
は
、

に
密
接
に
関
係
す
る
諸
法
律
に
は
、
関
心
を
掛
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
、
「
事
類
』

の
残
存
部
分
は
、
巻
三
八
!
四
六
な
ど
に

大
き
く
紋
落
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
、
と
想
像
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
が
、
残
存
部
分
に
も
、

(
羽
)

人
民
の
民
事
的
規
定
が
多
く
載
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
田
令
が
あ
る
。
全
瞳
か
ら
は
一
六
候
(
重
複
を
除
く
)
を
復
元
で
き
る
の
で
は
あ
る
が
、

(
H
U
)
 

や
は
り
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
日
常
的
な
問
題
で
は
な
く
、
水
利
な
ど
行
政
機
闘
の
役
割
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
戸
令
、
戸
婚
救
な
ど
も

(
必
)

『
事
類
』
に
規
定
が
な
い
で
は
な
い
が
、
産
m
l
H
の
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
「
事
類
」
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。

逆
に
『
事
類
』

の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
官
僚
人
事
や
膏
吏
(
「
公
吏
」
)
、
財
政
に
閲
す
る
法
律
は
、

一
般
の
人
民
に
は
常
識
と
は
さ
れ
て
い



な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
『
事
類
』
が
現
状
の
よ
う
な
形
で
蔑
さ
れ
た
の
か
。
不
明
で
は
あ
る
が
、
車
に
戸
婚
聞
係
の
門
が
訣
落
し

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
に
頻
見
し
、
宋
代
の
民
事
法
の
惇
統
の
中
で
も
重
要
で
あ
っ
た
合
同
契
や
土
地
取
引
、
戸
絶
関
係
の
諸
法
律
が
、

こ
と
ご
と
く
賦
役
、
農
桑
各
門
に
重
出
も
し
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
戸
婚
関
係
の
門
の
訣
落
が
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
元
来
は
本
首
に
存
在
し
た
の
か
さ
え
、
疑
問
に
思
え
て
く
る
。
た
だ
慶
元
の

『
事
類
」
は
、
他
の
南
宋
の
事
類
に
比
し
て
相
官
に
巻
数

が
少
な
く
、
大
部
な
南
宋
の
他
の
候
法
事
類
に
は
、
こ
れ
ら
の
判
語
法
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
の

(
必
)

現
存
部
分
は
、
理
財
・
人
事
な
ど
に
偏
向
し
て
お
り
、
「
生
け
る
法
」
と
も
言
う
べ
き
、
賓
際
の
裁
判
で
生
き
生
き
と
使
わ
れ
て
い
た
民
事
的

な
諸
法
は
、
そ
こ
に
承
停
さ
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
、
あ
え
て
公
法
的
・
私
法
的
、
と
い
う
匝
別
を
す
る
な
ら
、
判
語
法
に
は
、
『
事
類
』
な
ど
に
比
し
て
私
法
的
な
法
律
が

多
い
、
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
公
法
・
私
法
と
い
う
匝
別
も
束
ア
ジ
ア
の
惇
統
的
な
法
盟
系
に
は
存
在
し
な
い
概
念
で

(
N
H
)
 

は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
法
典
と
こ
の
「
生
け
る
法
」
の
傾
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
州
豚
の
官
吏
に
関
す
る
規
定
や
官
府
内
部
に
お
け

る
取
り
決
め
、
人
戸
と
官
街
、
官
吏
の
関
係
を
定
め
た
法
律
を
、
便
宜
的
に
公
法
的
と
し
、
こ
れ
に
封
し
て
文
面
上
、

一
般
人
民
相
互
の
闘
係

27 

に
つ
い
て
定
め
た
法
律
を
同
じ
く
私
法
的
と
稽
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
す
る
と
相
首
部
分
を
占
め
る
「
土
地
取
引
」
、
「
家
産
分
割
」
、
「
婚
姻
」
、

「
養
子
」

の
諸
法
は
概
ね
私
法
的
と
言
え
る
。
『
事
類
』

の
み
が
公
法
的
部
分
を
重
覗
し
て
い
た
の
か
、
南
宋
法
全
睦
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か

ま
で
は
、
現
拭
で
は
知
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、
恐
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。

た
だ
現
代
的
な
公
法
、
私
法
と
い
う
分
類
で
は
多
少
微
妙
な
例
も
出
て
く
る
貼
は
言
い
添
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
典
買
や
、
契
約
・

遺
嘱
の
費
生
以
降
、

一
定
期
間
を
経
た
こ
と
等
を
以
て
不
受
理
の
候
件
と
す
る
出
訴
期
間
・
候
件
限
定
型
の
法
律
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
(
田

1
、
5
1
8
、
日
、
産
8
、
9
、
繕
一
H
、
叫
一
。
こ
れ
ら
は
訴
訟
手
績
き
規
則
で
あ
り
、
健
訟
低
減
に
よ
る
官
街
の
負
捨
軽
減
と
い
う
面
に
着
目
す

447 

れ
ば
公
法
的
と
も
言
え
る
が
、
例
え
ば
産
8
を
用
い
た
翁
甫
は
結
局
、
「
楊
天
常
の
得
業
の
正
と
未
だ
正
た
ら
ざ
る
と
は
、
未
だ
論
ず
る
に
暇

あ
ら
ず
。
其
の
歴
年
巳
に
深
く
、
管
佃
巳
に
久
し
け
れ
ば
、
委
是
に
以
て
迫
理
し
難
し
」
と
し
て
、
訴
え
に
針
し
て
現
状
を
維
持
し
た
。
関
係
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書
類
を
調
べ
つ
つ
、
全
樫
と
し
て
一
方
に
嫌
疑
を
か
け
る
が
ご
と
き
筆
調
な
が
ら
、
法
定
期
聞
を
過
ぎ
た
と
し
て
門
前
梯
い
に
し
、
取
得
時
数

(
判
)

を
認
め
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
に
則
し
て
勝
訴
・
敗
訴
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
健
訟
抑
さ
え
の
側
面
に
の
み
着
目
し
、
こ

れ
ら
を
無
理
に
公
法
的
と
分
類
す
る
の
も
、
通
告
回
で
は
な
い
。

方

一
見
私
法
的
で
あ
る
が
、
公
法
的
要
素
も
見
逃
せ
な
い
の
が
、
合
同
契

に
関
す
る
田
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
賓
際
、
取
引
首
事
者
聞
の
権
利
確
定
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
、
私
法
と
し
て
の
働
き
を
持
つ
が
、
し
っ
か
り

(
幻
)

過
割
さ
せ
て
税
の
取
り
こ
ぼ
し
を
低
減
さ
せ
よ
う
と
い
う
白
契
改
革
の
本
来
の
意
固
か
ら
見
れ
ば
公
法
的
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
に
公
法
、

私
法
と
い
う
簡
単
な
匝
分
に
は
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
裁
判
の
現
場
に
見
ら
れ
る
法
律
の
多
数
は
、
中
央
・
地
方
政
府
内
部
の
儀
植
や
財
政
、

人
事
上
の
手
績
法
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
私
法
的
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。

2 

判
語
法
の
由
来

ま
た
全
樫
と
し
て
、
滋
賀
氏
の
指
摘
の
通
り
、
唐
律
や
明
清
律
と
比
し
て
も
、
刑
事
的
よ
り
も
民
事
的
な
法
律
が
医
倒
的
に
多
い
こ
と
も
、

28 

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
戸
婚
田
士
、
命
盗
重
案
と
い
う
言
い
方
は
管
見
で
は
宋
代
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
が
、
前
者
は
必
十
分
以
上
で
あ
る
。
こ
れ

に
封
し
て
、

一
般
人
戸
の
命
盗
重
案
に
か
か
る
も
の
は
懲
悪
門
「
司
法
」
〈
捕
亡
〉
、
「
暴
力
」
に
分
類
し
た
二

O
敢
僚
が
主
で
あ
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
で
唐
律
(
刑
統
)
を
用
い
て
い
る
。
そ
も
そ
も
明
版
『
清
明
集
』

の
中
で
も
懲
悪
門
に
比
す
れ
ば
戸
婚
門
の
分
量
は
大
き
い
が
、
こ
の

よ
う
に
法
律
数
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
、
編
目
の
み
か
ら
刑
事
的
・
民
事
的
と
即
断
す
る
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、

律
に
お
け
る
戸
婚
律
、
ま
た
令
に
お
け
る
戸
令
や
田
令
の
占
め
る
比
率
は
格
段
に
小
さ
い
。

殺
人
・
傷
害
・
強
、
盗
な
ど
刑
事
案
件
の
主
と
な
る
賊
盗
律
、
闘
訟
律
の
候
丈
が
、
現
存
判
語
の
中
と
い
う
い
さ
さ
か
限
ら
れ
た
な
候
件
下
で

は
あ
る
が
、
〈
監
臨
臓
〉
官
H
、
〈
殺
人
〉
〈
傷
害
・
犯
姦
〉
〈
自
殺
〉
〈
強
盗
〉
(
盗
1
l
6
、
9
1
問
、
ロ
)
、
〈
曜
数
〉
(
悪
3
、
4
)
に
し
か
見
ら

れ
な
い
事
貰
は
、
裁
判
で
は
民
事
的
方
面
法
律
が
多
用
さ
れ
て
い
た
傾
向
を
伺
わ
せ
る
。
ご
く
大
雑
把
に
、
全
瞳
を
前
後
に
二
分
し
、
官
!
幼

を
民
事
的
、
訟
l
悪
を
刑
事
的
、
と
す
れ
ば
、

一
一
一
一
一
釘
四
四
で
前
者
が
後
者
の
倍
以
上
と
な
る
。
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律・救・令出所一覧

律

名例律 (巻 6)訟 2

戸婚律 (巻12)産 1 (各14)婚 3、 4、 5、 6、13

賊洛律 (窓17)洛 1、(巻18)捺 9 (窓19)官11、海10、12、13

闘志、律 (巻21)盗 2、 3、 5、 6、(巻22)盗4(巻24)悪 3、 4

詐俄律 (巻25)官 l、詐 l、 2、 3

雑律 (巻26)盗7、 8

摘亡律 (巻28)訟9

。婚12は「律jと稀しているが、釘摩する律は見あたらなし、。

救

名例救 官16、悪 5

職制救 官3、4、 5

賊主再救 官11

詐係救 官8、役 6

雑救 詐 5、悪10
メμ入

J古日・日ロ日メ1入3 官14、15

戸令 産 7、婚 9、13、縫14

雑令 訟7

断獄令 官18

田令 田4

次
に
、
具
瞳
的
に
そ
も
そ
も
「
法
」
が
何
で
あ
っ
た
か

に
着
目
し
た
い
。
「
令
」
と
あ
り
、

ほ
ほ
間
違
い
な
く
戸

令
と
類
推
で
き
る
も
の
が
纏
な
ど
に
あ
る
が
、
明
確
に
封

麿
す
る
も
の
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
「
律
・
赦
・
令
出

所
一
貫
」
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
も
や
は
り
、
賊
盗
律
、
闘

訟
律
以
外
、
戸
婚
律
や
詐
偶
律
、
戸
令
と
い
っ
た
民
事
的

な
も
の
が
多
い
こ
と
は
明
白
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
纏

3
は
「
法
に
在
り
て
は
、
子
孫
無
く
ん
ば
、
同
宗
昭
穆
相

官
者
を
養
い
、
其
の
生
前
に
養
う
所
、
須
く
養
う
所
の
父

29 

の
年
歯
よ
り
小
た
る
べ
し
、
此
れ
隆
興
救
な
り
」
と
あ
る

丈
脈
か
ら
し
て
、
隆
興
年
聞
の
車
行
救
(
隆
興
に
救
令
格

式
の
編
纂
は
な
い
)
が
「
法
」
と
稽
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

「
法
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
目
指
は
車
行
救
の
引

用
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宋
代
の
法
典
編
纂
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
、

一
般
性
を
持
ち
そ
の
後
も
参
照
さ
れ
た
車
行
救
が
、
常
に

編
纂
さ
れ
て
法
典
救
化
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
。
某
年
某

月
某
日
の
救
が
、
次
回
の
救
令
格
式
編
纂
の
際
に
反
映
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
法
典
に
書
き
入
れ
ら
れ
ず
、
何
十
年
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に
も
わ
た
っ
て
致
力
を
持
ち
績
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
限
田
に
関
す
る
乾
這
八
年
一
一
月
二
六
日
の
救
(
役
3
)
の
原
文
は
、
同
じ
形
で

事

類
』
四
八
賦
役
門
「
科
敷
」
随
救
申
明
戸
婚
乾
道
八
年
一

一
月
二
六
日
に
見
え
る
か
ら
、
こ
の
乾
遁
の
車
行
救
が
申
明
を
受
け
て
多
用
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
沼
麿
鈴
は
、
こ
れ
を
「
法
」
と
栴
し
て
い
る
。
ま
た
、
役
6
に
閲
し
て
、
「
照
封
す
ら
く
、
法
に
在
り
で
は
、

充
役
の
人
戸
の
物
力
:
:
:
」
と
、
通
常
の
法
律
を
引
用
す
る
が
ご
と
く
に
こ
の
一
僚
が
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
候
丈
は
嘉
泰
五
年
(
二
一
O
五

年
H

開
講
元
年
)
の
戸
部
看
詳
に
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
見
え
る
。
こ
の
戸
部
看
詳
が
さ
ら
に
『
淳
一
桁
救
令
格
式
』
(
一
二
四
二
年
)
に
令
や
格
と

し
て
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
血
厳
密
に
は
こ
れ
以
上
の
推
測
は
難
し
い
。
看
詳
は
、
か
な
り
由
民
く
参
照
さ
れ
て
い
る
。
産

ー
で
は
戸
令
か
と
思
わ
れ
る
法
と
そ
の
法
へ
の
看
詳
が
、
田
市
、

げ
で
は
都
省
指
揮
や
尚
書
省
批
下
せ
る
救
令
所
申
等
の
へ
の
看
詳
が
引
用
さ

れ
て
お
り
、
田
却
で
は

『
事
類
」
八
O
雑
門
「
出
翠
債
負
」
に
雑
救
申
明
淳
配
…
一
四
年
六
月
二
七
日
向
書
省
批
賦
刑
戸
部
看
詳
と
見
い
だ
せ
る

戸
部
看
詳
を
申
明
し
た
雑
穀
が
、
「
淳
照
十
四
年
申
明
之
救
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
看
詳
は
こ
の
よ
う
に
か
な
り
慶
く
法
源
と
し
て
利

30 

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
役
6
は
や
は
り
嘉
泰
五
年
戸
部
看
詳
で
は
な
い
か
。

だ
が
判
語
所
収
の
法
律
は
、
『
事
類
』
、
あ
る
い
は
他
に
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
な
い
限
り
、
最
密
に
ど
の
法
律
で
あ
る
か
を
見
極
め
る
の
は

結
局
の
と
こ
ろ
難
し
い
。
律
、
救
、
令
は
法
で
あ
る
が
、
市
鷹
鈴
は
随
救
申
命
を
「
法
」
に
含
め
て
い
る
(
役
3
)
。
隆
興
救
が
法
と
栴
さ
れ

る
ケ
l
ス
も
あ
っ
た
。
郷
例
や
曜
、
赦
が
「
法
」
と
言
わ
れ
た
例
は
絶
無
で
あ
る
に
せ
よ
、
格
は
見
極
め
が
た
い
。
こ
と
に
限
田
額
に
関
す
る

法
の
意
識
範
園
は
難
解
で
あ
る
。
官
同
、

日
の
清
三
市
「
限
田
外
合
同
編
戸
差
役
」
の
官
品
令
の
雑
堅
、
田
格
(
『
事
類
』
四
八
「
科
敷
」
参
照
)

の
う
ち
、
「
法
」
が
官
品
令
ま
で
か
田
格
ま
で
か
分
か
ら
な
い
。
更
に
限
田
の
税
銭
額
に
は
地
方
慣
習
(
「
本
郷
則
例
」
)
が
判
断
基
準
と
さ
れ
て

(
必
)

い
る
。
活
躍
鈴
以
外
の
ケ
l
ス
を
含
め
、
宋
朝
が
何
を
基
準
に
、
官
品
認
定
、
官
品
と
限
田
の
封
磨
、
限
田
額
の
計
算
、
税
銭
額
算
定
を
し
て

い
た
か
は
、
後
考
に
待
つ
。
そ
の
ほ
か
田
4
で
は
、
胡
穎
が
「
法
に
在
り
て
所
謂
躍
に
親
隣
た
る
所
に
問
う
は
、
止
だ
本
宗
の
有
服
紀
親
に
隣

(
叫
)

至
有
る
を
問
、
つ
の
み
:
:
:
、
慶
元
重
修
田
令
と
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
候
所
と
に
見
れ
ば
、
昭
然
と
し
て
考
す
べ
き
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
「
法
」
(
回
1
)
と
田
令
・
刑
部
候
冊
の
聞
に
若
干
距
離
が
あ
る
。



さ
て
、
こ
う
し
て
引
用
さ
れ
た
諸
候
文
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
暴
力
と
匝
分
し
た
中
で
も
〈
殺
人
〉
、
〈
傷
害
〉
、
〈
自
殺
〉
、
〈
強
盗
〉

ほ
と
ん
ど
が
闘
訟
律
、
賊
盗
律
、
詐
備
律
と
い
っ
た
古
来
か
ら
の
規
定
で
裁
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
封
照
的
に
、
官
吏
門
、
賦
役
門
、
戸
婚
門
の
大
字
で
、
律
や
唐
l
天
聖
令
で
は
な
い
、
南
宋
の
救
や
令
、
出
所
不
明
の

法
律
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戸
婚
門
の
中
で
も
、
土
地
取
引
関
係
に
は
律
や
唐
・
北
宋
令
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
家
産
分
割
、
養
子
、

(盗
1
1
日
)
、
ま
た
僑
造
・
詐
欺
の
う
ち
〈
詐
矯
文
書
〉
は
、

孤
幼
・
検
校
に
も
律
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
封
し
て
、
婚
姻
関
係
に
は
律
が
多
い
。
中
で
も
他
人
の
妻
を
要
る
こ
と
を
禁
じ
る
婚
3
、
逃
げ
だ

し
に
閲
す
る
婚
4
、
婚
約
に
閲
す
る
婚
5
、
離
婚
に
闘
す
る
婚
6
な
ど
は
、
戸
婚
律
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
郷
村
に

お
い
て
費
す
る
事
件
で
あ
っ
て
も
、
比
較
的
単
純
な
、
だ
が
人
倫
の
根
本
に
関
わ
る
こ
と
に
は
律
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
律
の
中

に
は
現
賓
の
紛
争
に
封
庭
し
得
る
候
文
が
決
し
て
多
く
は
な
い
。
陪
か
ら
唐
に
受
け
継
が
れ
た
律
の
瞳
系
の
う
ち
、

一
般
人
民
の
生
活
に
閲
わ

る
も
の
は
、
戸
婚
救
、
賊
盗
律
、
闘
訟
律
、
衛
禁
救
、
捕
亡
救
な
ど
に
若
干
み
ら
れ
る
以
外
、
ほ
ほ
行
政
官
の
規
定
で
あ
る
。

一
方
、
令
に
つ
い
て
、
上
記
の
養
子
立
総
候
件
を
定
め
た
躍
1
、
2
が
、
唐
令
と
|
|
孫
が
含
ま
れ
て
い
る
が
|
|
そ
れ
ほ
ど
繁
わ
っ
て
い
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な
い
が
、
他
で
は
、
令
と
さ
れ
て
も
唐
令
・
天
聖
令
に
見
ら
れ
な
い
も
の
が
移
し
い
。
官
の
問
題
は
新
し
い
も
の
で
な
い
が
、
官
吏
門
に
お
い

て
す
ら
、
官
1
、
刊
を
除
い
て
す
べ
て
唐
以
来
の
律
令
に
は
な
い
宋
代
、
お
そ
ら
く
少
な
か
ら
ず
南
宋
濁
自
の
法
規
で
あ
る
。
懲
悪
門
で
目
立

(
日
)

つ
の
は
、
信
遁
、
喫
菜
事
魔
、
妖
教
な
ど
宗
教
・
邪
宗
闘
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
唐
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
龍
州
信
州
で
の
記
事
が
額
著
な

喫
菜
事
魔
な
ど
の
魔
賊
は
、
北
宋
・
南
宋
全
土
の
問
題
で
は
な
く
地
方
的
な
問
題
で
あ
る
が
、
南
宋
に
は
こ
う
し
た
宗
教
活
動
へ
の
罰
則
を
規

定
し
た
救
も
見
ら
れ
る
。
後
日
別
途
に
論
じ
る
預
定
で
あ
る
が
、
南
宋
に
お
い
て
は
、
地
方
の
法
が
、
中
央
の
令
な
ど
に
取
り
込
ま
れ
や
す
い

(
日
)

濁
特
の
拭
況
も
あ
っ
た
。

と
し
て
み
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
語
に
見
え
る
法
律
の
大
字
は
、
唐
l
北
宋
に
見
ら
れ
な
い
、
新
た
な

救
や
令
で
あ
る
。
南
宋
で
も
、
命
盗
や
人
倫
の
根
本
に
閲
す
る
家
族
関
係
の
原
則
は
律
(
お
よ
び
若
下
の
唐
以
来
の
令
)
で
裁
か
れ
る
が
、

そ
の
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他
の
多
く
は
、
あ
ら
た
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
と
に
「
田
」
「
役
」
「
産
」
「
繕
」
に
関
連
す
る
新
法
律
は
、
土
地
財
産
の
私
有
・
取
引
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ゃ
、
宋
の
役
制
に
釘
摩
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
均
田
・
課
役
制
を
前
提
と
し
た
唐
代
の
律
や
令
と
矛
盾
を
来
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

費
言
す
る
ま
で
も
な
い
。

オ云

わ

り

首
初
の
、
南
宋
の
諸
法
、
す
な
わ
ち
救
、
看
詳
、
申
明
、
令
、
指
揮
な
ど
杢
瞳
の
法
盟
系
の
中
で
、
我
々
が
見
て
い
る
の
が
ど
の
部
分
か
、

ま
た
昔
時
の
人
々
が
全
法
瞳
系
を
ど
の
程
度
知
悉
し
て
い
た
か
、
と
い
う
疑
問
を
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
。
ま
ず
本
稿
の
考
察
か
ら
指
摘
す
べ

き
貼
は
、
判
語
に
お
い
て
は
、

い
く
つ
か
の
特
定
の
候
丈
が
偏
っ
て
頻
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
田
5
、
産
ロ
、
艦
9
、
な
ど
が
そ
の

代
表
格
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
「
常
人
の
共
暁
す
る
所
」
と
さ
れ
た
合
同
契
に
閲
す
る
回
目
と
な
ら
び
、
こ
れ
ら
も
世
に

唐
く
知
ら
れ
た
法
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
す
る
大
半
の
法
は
、
民
事
的
・
私
法
的
な
分
野
に
属
す
る
。
こ
と
に
田
5
(
二
O

本
来
の
法
と
は
少
し
異
な
っ
た
形
の
候
丈
も
含
め
て
、
世
人
す
な
わ
ち
民
間
に
常
識
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
法
律
の
範
固
と
い
う
も
の
が
別
に

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
存
の
『
事
類
』
の
中
に
我
々
が
見
る
、
も
っ
ぱ
ら
官
街
で
の
用
に
か
か
わ
る
理
財
、
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年
規
定
)
が
、
「
世
人
」
に
よ
っ
て
二
つ
の
部
分
が
合
わ
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
酷
か
ら
す
れ
ば
、
首
時
、
戸
婚
田
土
に
か
か
わ
る
法
の
一
部
に
、

設
定
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
事
等
々
の
法
律
の
世
界
と
、
判
語
に
頻
見
す
る
法
の
世
界
と
は
、
守
備
範
園
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
柳
宗
以
来
大
愛
化
し
た
南
宋
令
の
、

『
天
聖
令
」
と
の
差
も
再
確
認
で
き
る
。
で
は

『
事
類
」
や
『
天
聖
令
』
と
比
べ
た
と
き
、
南
宋
判
語
の
諸
法
は
、
民
事
的
な
も
の
に
偏
向
し

た
異
端
な
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
南
宋
に
民
事
的
な
案
件
が
法
を
用
い
て
次
々
裁
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
周

(
辺
)

知
の
通
り
で
あ
り
、
『
哀
氏
世
範
』
巻
一
二
「
田
産
宜
早
印
契
割
産
」
に
も
「
官
中
候
令
、
惟
だ
交
易
の
一
事
、
最
も
詳
備
矯
り
、
蓋
し
以
て
争

端
を
杜
め
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
」
、
と
、
交
易
法
(
土
地
取
引
法
)
が
南
宋
の
法
瞳
系
の
中
で
も
重
要
な
部
分
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

七コ

ま
り
も
し
何
か
が
異
端
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
吏
部
俊
法
」
は
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
「
事
類
」
で
す
ら
、
首
時
の
一
般
人
民
に
と
っ
て

は
異
端
な
内
容
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
、
過
言
で
は
な
い
。
慶
元
の
『
事
類
』
以
外
の
救
令
格
式
や
事
類
が
残
っ
て
い
た
な
ら
、
バ
ラ
ン
ス
に
お



い
て
判
語
法
に
多
少
は
近
い
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、

や
は
り
裁
判
に
見
ら
れ
る
法
の
世
界
は
、
政
府
部
内
の
そ
れ
と
は
別
な
の
で
あ
る
。

っ
た
く
同
質
と
考
え
る
こ
と
に
は
、

こ
う
し
て
判
語
に
見
ら
れ
る
祉
舎
と
法
と
の
関
係
を
顧
み
る
と
、
唐
、
宋
、
明
と
い
っ
た
政
治
勢
力
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
法
の
意
味
を
、
ま

や
は
り
臨
時
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
。
唐
の
律
令
格
式
は
、
首
然
の
こ
と
と
し
て
、
民
間
の
市
場
に
よ
る

土
地
の
取
引
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
言
、
つ
な
れ
ば
、
均
田
制
を
前
提
と
し
た
、
政
治
の
描
く
あ
る
種
の
理
想
に
、
近
か
っ
た
。
宋
は
、
命
盗

や
人
倫
に
関
わ
る
部
分
で
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
大
幅
に
、
地
方
官
・
訴
訟
首
事
者
壁
方
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
詳
細
か
っ

具
盟
的
な
法
律
を
加
え
た
。
こ
う
し
て
、
南
宋
判
語
の
「
生
け
る
法
」
に
は
、
私
法
的
・
民
事
的
な
法
令
が
、
中
圃
法
制
史
上
例
が
な
い
ほ
ど

に
多
く
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
意
味
で
宋
朝
は
法
制
史
上
、
決
定
的
に
特
異
で
あ
っ
た
。
だ
が
本
稿
は
、
南
宋
の
判
語
法
の
世
界
を
言
わ

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ば
内
面
的
に
提
示
し
た
だ
け
で
あ
り
、
唐
や
明
清
の
み
な
ら
ず
、
遼
や
金
、
そ
し
て
元
の
制
度
と
の
比
較
は
、
史
料
の
許
す
限
り
、
あ
ら
た
め
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註(
1
)

牧
野
巽
「
、
氷
山
楽
大
典
宋
吏
部
係
法
に
つ
い
て
」
『
市
村
博
士
古
稀

記
念
東
洋
史
論
叢
』
富
山
房
、
一
九
三
三
、
仁
井
田
陸
「
清
明
集
戸

婚
門
の
研
究
」
『
中
園
法
制
史
研
究
(
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
)
』
東

京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
四
(
初
出
一
九
三
三
、
四
三
五
頁
)

0

(
2
)

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
園
の
法
と
裁
判
』
創
文
祉
、
一
九
八
四
、
二

九
四
頁
。

(
3
)

滋
賀
前
掲
書
、
二
七
二
頁
。

(
4
)

滋
賀
秀
一
一
一
『
中
同
法
制
史
論
集
|
|
法
典
と
刑
罰
』
創
文
枇
、
二

0
0
三
、
一
二
八
頁
。

(
5
)

一
止
徳
「
哀
州
府
志
』
一
一
一
一
楊
侃
「
新
建
郡
小
膝
記
」

0

(
6
)

青
木
敦
「
健
訟
の
地
域
的
イ
メ
ー
ジ
|
|
一
一
ー
一
一
一
一
世
紀
江
西
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の
法
文
化
を
め
ぐ
っ
て
」
『
枇
命
日
経
済
史
民
子
』
六
五
三
、

九。

(
7
)

『
名
公
主
目
判
清
明
集
』
(
以
下
、
『
清
明
集
』
)
五
甫
陽
(
同
牒
知
際

か
)
「
典
責
国
屋
既
無
契
嫁
難
以
取
蹟
」
の
回
問
。
同
法
は
同
主
目
に

複
数
箇
所
あ
り
、
『
遇
制
係
格
』
一
六
「
血
ハ
買
凶
産
事
例
」
は
類
似

規
定
を
田
令
と
し
て
載
せ
る
。
な
お
、
こ
の
「
田
問
」
は
、
同
列
語

中
に
引
用
さ
れ
た
法
律
「
典
出
宅
者
、
皆
筋
合
同
契
、
銭
・
業
主
各

取
其
会
」
を
指
す
が
、
簡
略
の
た
め
、
第
二
章
で
整
理
す
る
刻
語
候

文
の
香
披
に
従
っ
た
。
注
(
日
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)

宋
代
の
法
典
編
纂
史
に
つ
い
て
は
、
十
指
に
飴
る
。
そ
れ
ま
で
の

研
究
成
果
の
紹
介
も
合
め
、
川
村
康
「
慶
一
九
係
法
事
類
と
宋
代
の
法

九
九
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典
」
滋
賀
秀
三
編
『
中
園
法
制
史
|
|
基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大

挙
出
版
舎
、
一
九
九
三
を
代
表
と
し
て
奉
げ
て
お
き
た
い
。
本
稿
で

も
、
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

(
9
)

編
纂
法
典
に
つ
い
て
は
、
『
宋
史
』
「
察
文
志
」
、
『
玉
海
』
六
六

「
律
令
(
下
)
」
を
主
と
し
、
そ
の
他
『
通
志
』
六
五
塞
文
略
「
刑

法
」
、
『
崇
文
総
日
』
「
刑
法
類
」
、
「
郡
斎
讃
書
志
』
八
「
刑
法
類
」
、

『
文
献
通
考
」
一
六
七
「
刑
制
」
な
ど
に
、
目
録
が
見
ら
れ
、
滋
賀

氏
は
「
宋
代
に
は
、
一
般
法
の
外
に
特
別
法
の
領
域
に
お
い
て
、
数

え
き
れ
な
い
程
多
数
の
法
典
が
、
こ
れ
ま
た
多
く
は
救
令
格
式
の
形

を
と
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
殆
ど
惇
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、

か
く
も
多
く
の
編
纂
の
記
録
を
残
す
こ
と
は
他
の
王
朝
に
は
見
ら
れ

な
い
歴
史
上
の
一
つ
の
偉
観
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
」
(
滋
賀
前
掲

書
(
二

O
O
三
)
、
二
二
頁
)
と
述
べ
る
。
こ
の
様
な
特
別
法
の
賓

例
と
し
て
常
市
丁
、
克
役
、
農
田
水
利
、
保
甲
等
の
門
か
ら
な
る
『
常

平
克
役
救
令
』
(
『
宋
曾
要
』
刑
法
一
一
七
格
令
二
紹
聖
元
年
一
一
一
年

六
月
八
円
、
「
海
行
の
救
令
格
式
と
同
に
頒
行
せ
ん
」
と
す
る
救
令

所
の
上
言
に
臨
応
じ
て
編
纂
さ
れ
た
)
な
ど
が
あ
り
、
こ
と
に
「
宋
舎

要
』
刑
法
一
「
格
令
」
に
は
各
種
の
編
纂
法
典
へ
の
二
日
及
が
か
な
り

存
在
す
る
。
特
別
法
の
一
つ
で
あ
る
『
農
田
救
』
に
含
ま
れ
る
諸
候

文
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宋
代
抵
常
法
の
推
移
景
徳
「
農
田
救
」

か
ら
南
宋
剣
訴
に
至
る
非
占
有
質
関
連
規
定
を
め
ぐ
っ
て
」
(
近

刊
)
で
詳
論
の
珠
定
で
あ
る
。

(
日
)
川
村
前
掲
論
文
(
一
九
九
三
)
な
ど
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
宋
代
の
法
律
を
ま
と
め
て
残
し
て
い
る
史
料
は
他
に
も
若
干
あ

る
。
『
、
水
山
部
京
大
典
』
か
ら
抄
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
『
宋
合
回
要
』
食
品
貝

四
五
八
!
一
九
「
綱
運
令
格
」
に
残
さ
れ
て
い
る
慶
一
川
敷
、
令
、

格
、
式
な
ど
が
あ
り
(
仁
井
田
陸
「
、
氷
山
楽
大
典
本
「
慶
元
篠
法
事

類
」
に
つ
い
て
」
『
中
園
法
制
史
研
究
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
」

東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
四
)
、
さ
ら
に
『
宋
曾
要
」
を
初
め
と

し
た
諸
史
料
に
断
片
的
に
残
さ
れ
て
い
る
法
律
は
無
数
に
あ
る
。

『
吏
部
除
法
」
、
「
金
盃
新
書
』
に
つ
い
て
は
仁
井
同
陸
「
氷
山
栄
大
典

本
宋
代
法
律
書
二
種
|
上
史
部
候
法
線
類
と
金
五
新
書
」
仁
井
同
前

掲
書
、
一
九
六
回
、
梅
原
郁
「
『
金
玉
新
書
』
と
宋
代
の
遮
鋪
」
『
就

賓
女
子
大
皐
史
的
学
論
集
』
一
六
、
二

0
0
一
参
照
。
『
金
玉
新
書
」

の
現
存
部
分
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

(
日
)
『
玉
海
』
六
七
「
宋
朝
救
局
」
o

宋
代
の
各
種
の
法
律
候
文
数
に
つ

い
て
は
、
仁
井
田
陸
・
今
堀
誠
二
「
金
玉
新
書
及
び
淳
一
桁
新
書
考
」

『
東
洋
皐
報
」
二
九
一
、
一
九
四
二
参
照
。

(
ロ
)
「
績
降
指
揮
」
と
は
最
初
に
下
さ
れ
た
元
降
に
封
し
、
そ
の
後
継

績
し
て
山
さ
れ
る
指
揮
。
『
文
献
通
考
』
二

O
一
二
経
籍
考
に
、
「
其
れ

績
降
指
揮
有
り
、
之
れ
を
後
救
と
謂
う
。
他
時
を
待
つ
を
以
て
入
れ

れ
ば
な
り
一
五
」
と
い
う
。
南
宋
で
は
『
宋
史
』
一
九
九
「
刑
法
志
」

に
「
乾
這
の
時
に
至
り
、
臣
僚
言
、
っ
、
紹
興
以
来
績
降
指
揮
無
慮
数

千
、
紙
梧
し
以
て
考
援
し
難
し
」
、
『
攻
腕
集
』
八
八
「
敷
文
閣
皐
士

宣
奉
大
夫
致
仕
姶
特
進
注
公
(
思
)
行
状
」
に
「
建
炎
以
後
績
降
指

揮
は
二
蔦
鈴
僚
」
云
々
と
あ
り
、
そ
の
量
の
膨
大
さ
が
う
か
が
わ
れ

る
。
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
七
五
紹
興
四
年
夏
四
月
庚
子
に
慶
東

運
判
が
組
宗
以
来
の
篠
例
及
び
績
降
指
揮
一

O
一
八
巻
を
来
上
し
た
、

な
ど
と
あ
る
『
止
堂
集
」
二
「
論
績
降
指
揮
之
弊
疏
」
や
『
海
陵

集
』
四
「
論
革
績
降
之
弊
」
に
は
そ
の
鮮
害
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

34 



455 

(
日
)
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
」
束
京
大
同
学
山
川
版
合
同
、

『
唐
令
拾
遺
」
)

0

(
比
)
本
稿
で
は
判
語
を
多
く
引
用
す
る
た
め
、
以
下
の
濁
自
の
省
略
法

に
従
い
た
い
。
書
名
の
『
清
明
集
』
は
「
清
」
、
『
勉
斎
先
生
黄
文
粛

公
文
集
』
は
「
黄
」
、
『
後
村
先
生
大
全
文
集
』
は
「
劉
」
、
『
朱
文
公

文
集
』
は
「
朱
」
、
『
文
文
山
集
」
は
「
文
」
と
省
略
、
「
書
名
(
漢

字
一
字
)
、
巻
数
、
(
「
清
」
で
は
)
判
語
著
者
名
(
姓
一
文
字
、
あ

る
い
は
原
文
通
り
)
、
「
刻
語
タ
イ
ト
ル
」
」
の
順
に
略
記
。
『
清
明

集
』
の
著
者
名
の
う
ち
、
「
沼
」
は
沼
磨
鈴
、
「
胡
」
は
胡
穎
、

「
劉
」
は
劉
克
荘
、
「
奈
」
は
察
杭
、
「
宋
」
は
宋
慈
、
「
呉
」
は
弘
人

勢
卿
、
「
方
」
は
方
岳
、
「
翁
」
は
翁
甫
を
示
す
。
い
ず
れ
も
中
園
枇

曾
科
皐
院
歴
史
研
究
所
宋
遼
余
一
五
史
研
究
室
『
名
公
書
判
清
明
集
」

中
華
書
局
、
二

O
O
二
に
よ
っ
て
い
る
。

(
日
)
『
清
明
集
」
の
誇
注
の
参
照
は
以
下
の
通
り
。
清
明
集
研
究
曾
編

『
名
公
室
田
利
清
明
集
」
(
懲
悪
門
)
誇
注
稿
』
(
そ
の
一
、
Il--
五
)
、
一

九
九
一
、
同
『
『
名
公
主
目
剣
清
明
集
』
(
人
品
門
)
誇
注
稿
」
(
上
、

下
)
、
二

0
0
0
、
同
「
『
名
公
主
目
判
清
明
集
』
(
人
倫
門
)
誇
注
稿
』

清
明
集
研
究
舎
、
二

O
O
五
、
同
『
『
名
公
書
判
清
明
集
』
(
官
吏

門
)
誇
注
稿
』
、
二

O
O
八
、
高
橋
芳
郎
『
当
時
注
「
名
公
書
判
清
明

集
」
戸
婚
門
|
|
南
宋
代
の
民
事
的
紛
争
と
判
決
』
創
文
祉
、
二

O

O
六
、
同
『
諜
注
『
名
公
来
日
判
清
明
集
』
官
吏
門
・
賦
役
門
・
文
事

門
』
北
海
道
大
島
子
大
向
学
院
文
民
子
研
究
科
研
究
叢
書
、
二

O
O
八
、
同

『
黄
勉
粛
と
劉
後
村
附
文
文
山
|
|
南
宋
剣
語
の
誇
注
と
講
義
」

北
海
道
大
向
学
大
皐
出
版
舎
、
二

O
一
一
。
参
照
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
、

門
に
よ
っ
て
の
み
略
稽
と
す
る
が
、
官
吏
門
は
高
橋
氏
の
も
の
に
よ

一
九
六
四
(
以
下

る
。
梅
原
郁
誇
注
『
名
公
室
田
判
清
明
集
」
同
朋
全
円
山
川
版
、
一
九
八
六

も
あ
る
。
誇
注
で
は
な
い
が
、
劉
馨
瑠
『
明
鏡
高
懸
|
|
南
宋
豚
街

的
獄
訟
』
五
南
園
室
田
山
版
、
二

O
O
五
な
ど
の
研
究
に
お
い
て
も
、

本
稿
で
扱
う
法
律
の
相
晶
画
部
分
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
凶
)
仁
井
出
陵
「
清
明
集
戸
婚
門
の
研
究
」
『
中
園
法
制
史
研
究
(
法

と
慣
習
・
法
と
道
徳
)
』
東
京
大
挙
出
版
台
、
一
九
六
四
(
初
出
一

九
三
三
)
。

(
U
)

徐
道
隣
「
宋
律
侠
文
輯
註
」
(
『
中
園
法
制
史
論
集
」
志
文
山
版
刷
、

一
九
七
五
、
も
と
会
九
七

O
)
0

(
刊
日
)
王
志
強
「
南
宋
司
法
裁
判
中
之
法
候
考
」
楊
一
凡
編
『
中
園
法
制

史
考
詮
』
甲
編
第
五
巻
、
中
岡
壮
A

胃
科
皐
出
版
壮
、
二

O
O
三。

(
日
)
宋
版
以
来
の
同
書
の
意
義
に
つ
い
て
小
川
快
之
「
『
清
明
集
』
と

宋
代
史
研
究
」
『
中
国
|
|
枇
舎
と
文
化
』
一
八
、
二

0
0
一
二
年
参

刀
口
い

O

(
初
)
ア
土
前
掲
論
文
で
は
、
「
律
考
」
(
全
四
七
項
)
、
「
救
考
」
(
全
三
七

項
)
、
「
令
考
」
(
全
二
九
項
)
、
「
随
救
申
命
考
」
(
全
一
一
項
、
含

「
其
他
指
揮
」
)
、
「
赦
考
」
(
全
二
項
)
、
「
形
式
不
明
之
法
篠
」
(
全

五
一
項
)
、
「
使
州
約
束
和
郷
例
」
(
全
八
項
)
に
分
け
て
い
る
。
本

稿
で
は
以
下
、
必
要
に
幅
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
王
律
1
」
の
ご
と
く
、

法
律
種
類
と
項
目
の
番
競
に
よ
っ
て
、
王
論
文
の
法
候
を
指
す
こ
と

と
す
る
。
王
論
文
に
お
け
る
取
り
落
と
し
は
、
本
稿
繕
ロ
相
常
の
法

な
ど
皆
無
で
は
な
い
に
せ
よ
、
少
な
い
。

(
幻
)
赦
、
路
州
の
約
束
、
郷
例
が
法
と
稽
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
裁

判
の
判
断
基
準
と
し
て
郷
原
の
陸
例
は
確
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

柳
田
節
子
「
宋
代
郷
原
健
例
考
」
『
宋
代
の
規
範
と
習
俗
』
汲
古
書
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院
、
一
九
九
五
年
参
照
。

(
幻
)
『
事
類
」
を
一
見
す
れ
ば
、
救
は
、
律
の
名
例
・
衛
禁
・
職
制
・

戸
婚
・
康
庫
・
檀
興
・
盗
賊
・
闘
訟
・
作
俗
・
雑
律
・
捕
亡
・
断
獄

に
よ
っ
て
お
り
、
随
救
申
命
も
同
様
で
あ
る
。
律
の
編
日
に
つ
い
て

は
仁
井
田
陸
・
牧
野
巽
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
」
(
上
)
(
下
)

『
束
方
向
学
報
』
(
東
京
)
一
・
二
、
一
九
三
一
、
川
村
前
掲
論
文
参

刀
口

u
o

(
竹
山
)
均
出
制
移
需
に
件
、
つ
田
令
の
減
少
を
扱
う
山
崎
貴
士
「
天
聖
令
中

の
同
令
と
均
同
制
の
間
」
『
唐
代
史
研
究
』
一
一
、
二

O
O
八
を
参

刀
口
凶

O

(
江
)
『
唐
令
拾
遺
』
、
五
五
頁
、
な
お
池
同
温
編
『
唐
令
拾
遺
補
』
、
東

大
出
版
台
、
一
九
九
七
(
以
下
『
唐
令
拾
遺
補
』
)
、
一
一
一
一
七
1
一一一一

八
頁
な
ど
。

(
お
)
川
村
前
掲
論
文
。

(
お
)
稲
H
奈
津
子
「
慶
元
候
法
事
類
と
天
聖
令
|
|
唐
令
復
原
の
新
た

な
可
能
性
に
向
け
て
」
大
津
透
編
『
円
唐
律
令
比
較
研
究
の
新
段

階
』
山
川
山
版
枇
、
二

O
O
入。

(
幻
)
申
明
お
よ
び
元
来
詔
救
た
る
指
揮
が
法
律
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
、

戴
建
岡
『
唐
宋
印
刷
究
革
時
期
的
法
律
輿
枇
舎
』
上
海
古
籍
出
版
祉
、
二

O
一
O
、
九
一
、
Il--
、
九
六
頁
が
依
る
べ
き
研
究
で
あ
る
。

(
お
)
池
出
温
「
唐
令
」
滋
賀
前
掲
書
(
一
九
九
三
)
、
梅
原
郁
『
宋
代

司
法
制
度
研
究
』
創
文
祉
、
二

O
O
六
、
七
七
三
頁
。

(
m
U
)

仁
井
田
前
掲
論
文
の
第
一
節
の
「
序
説
」
と
、
引
用
元
の
法
の
種

類
に
つ
い
て
総
覧
す
る
第
十
一
節
「
清
明
集
に
見
え
た
法
文
」
の
聞

の
第
二

1
十
節
。

(
初
)
『
清
明
集
」
に
は
文
事
門
・
人
品
門
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
法

律
を
使
、
つ
裁
き
は
皆
無
に
等
し
く
、
ま
た
人
倫
門
に
含
ま
れ
る
事
案

は
、
戸
婚
門
と
分
類
し
て
差
し
支
え
な
い
。

(
況
)
『
後
村
先
生
大
全
集
」
一
九
一
二
「
建
呂
田
脚
部
不
偏
訴
呉
千
二
等
行

劫
及
阿
高
訴
夫
陳
三
五
身
死
事
」
所
載
の
「
強
海
賊
涌
死
罪
也
、
殺

己
(
高
橋
氏
に
従
う
)
拘
執
不
拒
拝
之
人
亦
死
罪
也
」
は
、
服
罪
に

閲
す
る
何
ら
か
の
救
お
よ
び
『
宋
刑
統
」
二
八
「
将
吏
迫
捕
罪
人
」

の
捕
亡
律
と
思
わ
れ
る
が
、
法
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

(
お
)
清
四
方
「
契
約
不
明
銭
主
或
業
主
亡
者
不
感
受
理
」
、
ま
た
詐
3

は
⑬
に
記
し
た
よ
う
に
『
宋
刑
統
』
二
五
「
詐
欺
官
私
取
財
」
の
詐

備
律
二
僚
を
複
令
さ
せ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
本
僚
に
つ
い
て
は
、

青
木
敦
「
開
設
・
地
債
・
民
事
的
法
規
|
|
『
清
明
集
』
に
見
え
る

若
干
の
土
地
典
責
関
係
法
を
め
ぐ
っ
て
」
『
待
粂
山
論
叢
』
(
史
的
学

編
)
四
O
、
二

O
O
六
に
詳
遁
し
た
。

(
お
)
こ
の
候
文
に
つ
い
て
は
川
村
康
「
宋
代
に
お
け
る
養
子
法
|
|
判

語
を
主
た
る
史
料
と
し
て
」
(
上
)
『
早
稲
出
史
的
学
」
六
四
一
、
一

九
八
九
参
照
。

(
は
)
こ
れ
は
も
と
も
と
、
唐
令
、
北
宋
天
空
令
に
「
無
子
者
、
悪
養
同

宗
之
子
昭
穆
相
賞
者
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
は
正
し
く

繕
1
を
宋
令
と
し
、
唐
令
と
し
て
は
繕
2
型
す
な
わ
ち
「
潟
子

(
孫
)
」
の
な
い
形
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
唐
令
拾
遺
補
」
は
、

三
歳
以
下
異
姓
養
子
の
繕
問
、
ま
た
『
文
献
通
考
』
一
一
戸
口
考

「
歴
代
戸
口
丁
中
賦
役
」
に
見
ら
れ
る
、
飢
僅
の
遺
棄
小
売
を
牧
養

し
た
場
合
に
、
取
認
の
限
に
あ
ら
ず
養
子
の
家
に
附
籍
に
中
官
し
、

親
子
孫
法
に
依
る
こ
と
を
聴
す
、
と
い
う
法
律
を
停
え
る
淳
照
八
年
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臣
僚
言
を
も
っ
て
、
こ
の
唐
戸
令
(
戸
令
比
)
に
「
申
官
附
籍
」
を

含
め
て
し
ま
っ
て
い
る
(
『
唐
令
拾
遺
補
」
王
二
八
頁
(
戸
一
四

〔
開
二
五
〕
、
追
加
)

0

だ
が
繕
問
も
淳
照
八
年
臣
僚
一
一
一
白
も
こ
の
戸
令

で
は
な
く
、
到
底
従
え
な
い
し
、
ま
た
纏
1
に
除
附
の
規
定
が
含
ま

れ
な
い
こ
と
も
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。

(
お
)
『
唐
令
拾
遺
』
四
九
、
二
四
九
頁
、
李
淑
媛
「
休
妻
棄
放
|
|
唐

代
離
婚
法
「
七
出
」
、
「
義
絶
」
問
題
再
探
」
『
法
制
史
研
究
』
一
七

(
中
央
研
究
院
、
二

O
一
一
)
参
照
。
本
稿
で
は
敢
え
て
、
「
無
子

翁
先
」
は
戸
令
の
「
一
無
子
」
を
取
意
し
た
表
現
と
解
し
、
判
詰
所

引
の
型
の
一
部
と
は
し
て
い
な
い
。

(
お
)
仁
井
田
前
掲
論
文
(
「
清
明
集
戸
婚
門
の
研
究
」
、
四
三
三
頁
)
。

(
幻
)
清
4
(
花
)
「
羅
械
乞
将
妻
前
夫
国
産
浸
官
」
、
清
8
劉
「
総
紹
子

孫
止
得
財
産
四
分
之
こ
、
清
8

「
娘
訟
其
叔
川
巾
意
立
総
奪
業
」
再

利
、
清
9
呉
「
孤
女
蹟
父
同
」

0

(
お
)
王
前
掲
論
文
の
主
律
お
、
礼
、
王
救
辺
、
王
令
4
、
目
、
ぉ
、
王

格

2
、
王
不
明
却
な
ど
。

(
ぬ
)
川
村
前
掲
論
文
ご
九
九
三
)

0

(
羽
)
川
村
前
掲
論
文
(
一
九
九
三
)

0

(
H
U
)

『
事
類
』
四
「
上
書
奏
事
」
、
六
「
差
出
」
の
「
諸
州
豚
、
候
具
雨

場
、
及
二
姿
禾
稲
分
数
(
白
臨
時
月
宣

H
至
玖
月
柊
)
、
牒
五
日
萱
申

州
、
州
拾
日
査
中
安
撫
韓
運
司
、
遂
類
取
永
田
州
、
二
虞
毎
月
、
徐
路

毎
竿
月
、
閲
兵
間
奏
」
、
あ
る
い
は
四
九
「
農
田
水
利
」
の
「
諮
問

矯
水
所
街
、
不
循
奮
流
、
而
有
新
出
之
地
者
、
以
新
聞
地
給
破
街
之

家
(
可
解
田
主
姓
名
者
、
自
依
退
復
団
法
)
難
在
住
豚
亦
如
之
。
雨

家
以
上
被
衝
而
地
少
給
不
足
者
、
随
所
衝
頃
畝
多
少
、
均
給
具
雨
岸

異
管
、
従
中
流
活
断
」
な
ど
。
同
書
所
見
の
田
令
は
、
殆
ど
が
前
者

の
様
に
官
の
役
割
を
定
め
た
も
の
で
、
後
者
も
官
へ
の
申
し
山
を
定

め
て
い
る
。

(
必
)
一
例
と
し
て
戸
絶
関
連
規
定
と
し
て
は
五
一
道
稗
門
「
雑
犯
」
戸

令
「
諸
戸
絶
有
財
産
者
、
出
畑
者
隣
人
即
時
申
豚
、
籍
記
嘗
口
委
官
弱

親
抄
:
:
:
」
と
あ
る
。

(
必
)
こ
こ
で
は
裁
判
の
場
に
お
い
て
、
死
文
化
し
て
お
ら
ず
、
活
設
に

使
わ
れ
た
法
律
を
意
味
す
る
。
仁
井
田
氏
が
『
中
園
法
制
史
研
究

三
奴
隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法
』
東
京
大
撃
山
版
舎
、
一
九
六
二
、

一
九
三
貝
な
ど
で
「
生
け
る
法
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
慣
習
法
を

意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
立
場
は
取
ら
ず
、
あ
く
ま

で
同
法
を
指
す
。

(
制
)
司
法
・
行
政
と
い
う
概
念
が
な
く
、
裁
判
も
行
政
の
一
環
で
あ
っ

た
以
上
、
私
法
が
溌
達
す
る
徐
地
が
な
か
っ
た
こ
と
は
滋
賀
前
掲
書

(二

O
O
三
)
、
五
1

六
頁
。

(
必
)
こ
う
し
た
不
受
理
型
の
法
律
や
命
令
は
北
宋
か
ら
あ
る
。
繕
ロ
の

表
中
注
⑬
参
照
。

(
必
)
一
方
、
二

O
年
規
定
に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒
氏
が
精
査
し
て
い

る
よ
う
に
、
法
定
期
間
を
過
ぎ
て
な
お
、
善
悪
・
白
黒
の
判
断
を
つ

け
て
い
る
場
合
も
多
い
(
岸
本
美
緒
「
土
地
市
場
と
「
伐
債
凶
購
」

問
題
|
|
宋
代
か
ら
清
代
の
長
期
的
動
向
」
大
島
立
子
編
『
前
近
代

中
岡
の
法
と
枇
舎
|
|
成
果
と
課
題
』
東
洋
文
庫
、
二

O
O九
)

0

(
U
)

『
北
山
集
』
一
「
論
白
契
疏
」
に
は
「
典
責
田
宅
者
、
泣
依
係
筋

合
同
契
、
一
慮
赴
官
投
印
。
如
是
、
則
白
契
可
以
孟
革
、
上
不
致
於

駒
損
官
銭
、
下
不
致
於
以
典
潟
貰
、
公
私
倍
利
失
」
と
も
あ
り
、
中
十
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ば
税
を
確
保
し
、
竿
ば
民
間
の
混
乱
を
防
ぐ
音
訓
園
が
あ
っ
た
と
回
出
わ

れ
る
。

(
必
)
清
三
沼
「
同
町
併
黄
知
府
三
位
子
戸
」
o

柳
田
前
掲
論
文
参
照
。

(
羽
)
清
九
胡
「
親
郷
之
法
」
。

(
印
)
宗
教
反
乱
の
方
臓
は
喫
菜
事
魔
で
は
な
く
仰
教
的
妖
術
を
使
っ
た

と
さ
れ
る
が
(
佐
一
沙
雅
章
「
喫
茶
事
魔
に
つ
い
て
」
『
中
園
偽
救
世

舎
史
研
究
』
朋
友
書
庖
、
二

O
O
二
)
、
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
大
小

の
宗
教
活
動
は
宋
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
何
故
宋

代
に
こ
こ
ま
で
具
健
に
法
俊
文
化
さ
れ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る。

(
日
)
一
耐
建
路
令
が
宋
朝
の
法
律
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
事
例
が
川
村

前
掲
論
文
(
一
九
八
九
、
養
子
法
下
)
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
結
局
日
記

正
さ
れ
た
に
せ
よ
、
『
宋
舎
要
』
櫨
三
六
一
四
「
紙
麻
服
」
天
聖

五
年
四
月
二
十
三
日
、
『
長
編
」
一

O
五
天
聖
五
年
一

O
月
乙
酉
、

己
丑
、
『
宋
史
』
一
六
二
穫
志
「
丁
父
母
憂
」
、
『
宋
史
』
九
「
仁
宗

本
紀
」
天
聖
五
年
一

O
月
己
丑
に
は
、
太
常
櫨
院
お
よ
び
刑
法
司
、

外
州
が
各
の
執
守
し
て
い
た
、
曜
と
し
て
異
様
な
『
喪
服
制
度
」
が
、

仮
寧
令
に
編
入
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
見
え
る
。

(
臼
)
佐
立
治
人
「
『
清
明
集
』
の
「
法
意
」
と
「
人
情
」
|
|
訴
訟
首

事
者
に
よ
る
法
律
解
懇
の
痕
跡
」
梅
原
郁
編
『
中
園
近
世
の
法
制
と

祉
命
日
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
三
、
青
木
前
掲
論
文

(
一
九
九
九
)

0

(
本
稿
は
科
凶
晶
子
研
究
費
助
成
金
の
成
果
で
あ
る
)
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THE WORLD OF THE LAW AS CITED IN THE JUDGEMENTS 

OF THE SOUTHERN SONG 

AOKI Atsuslu 

There is a wealth of records on court judicial rulings from the Southern Song 

as represented by those in the book of judgment叩出 thetitle Minggong Shupan 

Qingming ji名公書判清明集.And， there are two conspicuous aspects of these 

records. First， judicial trials of the Southern Song differed from their Ming and 

Qing counterparts in that many laws were cited; and second， more“civillaw" 

were are found than the Ming-Qing codes律 andsub-statutes候例.However， re-

刷ngon extant legal records， the Xingtong刑統，Tiansheng Decrees天聖令，Qing-

yuan fashilei慶元係法事類， wluch are chiefly limited to the codes. But it is diffi-

cult to know出eentire scope of these laws. Thus in this study， 1 attempt to re-

construct the overall legal structure that was actually employed in the Southern 

Song by following the work of Niida Noboru仁井田陸， Hsu Tao-Lin徐這郊， and 

Wang ZIu-Jiang王志強 andcollecting citations of the laws noted in these judicial 

trials. In terms of procedure， 1 explored a criteria to classify tlus compilation and 

came up with a method that was close to that employed in the Qingming ji清明

集.From the entire corpus of extant judgments， 1 documented existence of more 

than 200 laws and follo叩ngtlus criteria 1 organized them into 174 clauses 候 after

釦r出erclassification and analysis. These were then divided into four四 tegories門

and two of wluch were further subdivided into nine sections. Analyzing these， 1 

found the codes律 anddecrees令 fromthe Tang through the Northern Song 

were restricted to laws dealing with basic morality and c凶由nalcases. On the 

other hand in sections on“Land Transactions"田，“LabourSen江ce"1~，“Division 

of Family Property"産， and “Adoptions"継， it is clear that there were many new 

laws that had not existed prior to mid-Northern Song times. In short， the codes 

律 andstatutes令 thathad been inherited by the Northern Song did not differ 

much仕omthose in the Tang as a result of amendments to the laws by regulations 

格 andedicts救仕omlate-Tang times onward. However， the result of the col-

lapse of出eequal-field system meant the revival of the private ownerslup of land 

and the freedom of people to make transactions， and i吐leritanceand division of 

land c沼田 tobe practiced. Most of the laws noted above appeared in response to 

these political and economic changes. In other words， tlus reality indicates出at出e
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profound impact of the Tang-Song revolution extended to the law 

POLITICAL DECISION-MAKING PROCESS AT THE HEART 

OF THE QING DYNASTY AND THE ZONGLI YAMEN 

AS SEEN IN THE ILI PROBLEM 

OTSUBO Yos凶戸lki

This study is a reconstruction and analysis of the political decision-making pro-

cess at the heart of the Qing dynasty， including the behind-the-scene movements， 

which cannot be seem in official documents， as one part of a consideration of polit-

ical decision making in出e“rulefrom behind the curtains"垂簾聴政 bypowerful 

women of the imperial family. It should be pointed out出aton the basis of my pre-

羽ousstudies， there existed three chief means of coordinating the views of the 

Empress Dowagers and their subjects in the process of political decision making， 

i.e.， audiences召見， memorials上奏， and court conferences廷臣合議 Then，

keeping these methods in mind， 1 focus on and analyze the activities of the Z，仰~gli

Yamen Dacheng総理街門大臣.As a specific object of examination， 1 take up the 

process of arriving at the decision to prepare for the reopening of negotiations 

with Russia in 1880 in an attempt to resolve the problem of Ili and the pardon of 

Chong Hou崇厚， who had been sentenced to death as a result of his role in the 

Treaty of Livadia. 

In this regard， the discussions between the Zongli Yamen Dacheng without 

Prince Gong恭親王 andPrince Chun醇親王 werebehind the political shift on 

negotiations with Russia and the pardon of Chong Hou. Thereafter， it can be sur-

mised that the Zongli Yamen， which had issued an opinion in favor of negotiations 

wi出 theparticipation of Prince Gong， employed memorials and audiences in an 

attempt to persuade the Empress Dowagers Cian慈安田dCixi慈蕗 tohave the 

opening of negotiations approved. Two memorials were then issued in the name of 

the Zongli Yamen， and due to the persuasion employed in the audiences， and it 

can be inferred出atproceeding wi出 thenegotiations for a time was a s仕ategy

that had been predetermined between the Dowagers and the Zongli Yamen. 

However， with出eissuance of an opposing memorial， the situation changed 

abruptly. The views of the Empress Dowagers， which had theretofore been hawk-
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